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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
戦
後
、
韓
国
刑
法
典
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
刑
法
と
韓
国
刑
法
の
関
係
を
概
観

し
、
今
後
の
刑
法
の
日
韓
比
較
研
究
に
お
け
る
基
礎
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
韓
国
（
当
時
の
朝
鮮
半
島
）
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
の
制（
1
）令第
一
一
号
に
よ（
2
）り、
日
本
の
刑
法
と
刑
法
施

行
令
及
び
刑
事
訴
訟
法
、
爆
発
物
取
締
規
則
等
一
二
個
に
至
る
日
本
の
刑
事
関
連
法
が
施
行
さ
れ
て
い
た
（
こ
の
時
期
の
刑
法
を
、
以
下
に

お
い
て
は
「
旧
韓
国
刑
法
」
と
い
う
）。
戦
後
、
一
九
四
五
年
九
月
か
ら
二
年
一
一
ヶ
月
間
の
米
軍
政
期
に
お
い
て
も
旧
韓
国
刑
法
が
適
用
さ

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
反
省
と
批
判
の
声
か
ら
、
韓
国
独
自
の
刑
法
典
を
早
急
に
制
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま
っ
た
。

し
か
し
、
左
派
と
右
派
の
激
し
い
理
念
対
立
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
な
ど
の
不
安
定
な
国
内
の
政
情
、
さ
ら
に
刑
法
制
定
に
必
要
な
イ
ン
フ

ラ
不
足
の
下
で
行
わ
れ
た
刑
法
典
の
制
定
作
業
は
順
調
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
は
と
に
か
く
迅
速
に
刑
法
制
定
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
至

上
命
題
と
さ
れ
た
た
め
、
刑
法
典
の
制
定
に
多
大
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
韓
国
刑
法
の
制
定
作
業
は
、

自
然
の
流
れ
と
し
て
外
国
法
の
強
い
影
響
を
受
け
つ
つ
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ（
3
）た。
刑
法
草
案
の
理
由
説
明
書
の
立
案
の
根
本
原
則
に

関
す
る
説
明
に
お
い
て
も
、「
世
界
各
国
の
現
行
法
、
刑
法
改
正
草
案
、
特
に
ド
イ
ツ
刑
法
及
び
ド
イ
ツ
一
九
三
〇
年
刑
法
草
案
の
相
当

部
分
参
考
に
し
、
制
定
歴
史
が
新
し
く
国
情
が
我
が
国
と
類
似
し
て
い
る
中
国
刑
法
を
斟
酌
し
た
」
と
し
、
韓
国
刑
法
典
に
お
け
る
外
国

法
の
影
響
力
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
な
お
、
刑
法
草
案
の
理
由
説
明
書
に
は
明
示
さ
れ
て
な
い
が
、
こ
こ
に
い
う
「
外
国
法
」
の
中
に

日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
で
あ
ろ（
4
）う。

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
韓
国
刑
法
典
が
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
か
ら
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
を
探
る
こ
と
と

す
る
。
そ
こ
で
は
、
韓
国
刑
法
典
の
制
定
過
程
に
お
け
る
資
料
お
よ
び
制
定
さ
れ
た
規
定
内
容
と
、
改
正
刑
法
仮
案
の
規
定
内
容
と
を
比
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較
し
な
が
ら
そ
の
関
係
性
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
韓
国
刑
法
典
が
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
の
強
い
影
響
下
で
形
成
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
韓
国
刑
法
典
の
諸
規
定
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
改
正
刑
法
仮
案
の
立
法
理
由
等
を
参
照
す
る
こ
と
に
は
高
い
重
要
性
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
、
当
時
お
よ
び
そ
の
後
に
お
け
る
両
国
の
刑
法
学
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
韓

国
刑
法
学
の
文
献
と
、
同
じ
テ
ー
マ
に
関
す
る
当
時
の
日
本
の
刑
法
学
界
に
お
け
る
議
論
と
を
比
較
検
討
し
つ
つ
、
相
互
関
係
の
あ
り
方

と
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
テ
ー
マ
は
大
き
く
、
ま
た
複
雑
で
あ
る
た
め
、
と
り
わ
け
歴
史
的
発
展
の
背
景
と
そ
の
概
要
を
示
す
こ
と
と
、
い
く

つ
か
の
論
点
（
と
り
わ
け
因
果
関
係
論
）
に
限
定
し
た
形
で
両
国
の
刑
法
（
学
）
の
関
係
の
基
本
的
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
こ
で

は
力
を
注
ぎ
た
い
。二

　
韓
国
刑
法
典
の
制
定
過
程
の
概
観

㈠
　
戦
後
、
韓
国
刑
法
典
制
定
前
ま
で
の
状
況

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
韓
国
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
九
月
か
ら
一
九
四
八
年
八
月
ま
で
の
二
年
一
一
ヶ
月
間
、
軍
事
・
行
政
・
法

令
制
定
の
す
べ
て
の
面
に
わ
た
り
米
軍
の
直
接
統
治
が
実
施
さ
れ
た
。
当
時
の
米
軍
政
は
、
戦
前
の
支
配
階
層
の
退
去
に
よ
る
治
安
行
政

の
空
白
と
無
政
府
状
況
に
よ
る
社
会
的
な
混
乱
の
恐
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
戦
前
の
行
政
機
関
の
機
能
を
維
持
さ
せ（
5
）る一
方
、
可
能
な
限
り

は
韓
国
内
に
現
存
し
て
い
た
実
体
法
と
手
続
法
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
基
本
的
立
場
を
と
り
、
ひ
と
ま
ず
戦
前
に
適
用
さ
れ
て
い
た
旧

韓
国
刑
法
の
効
力
を
継
続
さ
せ（
6
）た。
一
九
四
八
年
七
月
一
七
日
、
建
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
、
一
九
四
八
年
八
月
大
韓
民
国
政
府
の
樹
立
を

見
た
。
建
国
憲
法
一
〇
〇（
7
）条は

、
法
の
空
白
を
防
ぐ
た
め（
8
）に、

従
来
の
法
令
に
関
し
て
「
現
行
法
令
は
、
本
憲
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
効
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力
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
旧
韓
国
刑
法
の
効
力
が
持
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
は
戦
後
に

お
い
て
も
韓
国
刑
法
典
が
制
定
さ
れ
る
一
九
五
三
年
ま
で
日
本
の
刑
法
の
影
響
力
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈡
　
韓
国
刑
法
典
の
制
定
過
程

　
刑
法
の
制
定
作
業
は
、
す
で
に
米
軍
政
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
米
軍
政
当
局
は
、
最
初
は
直
接
に
統
治
を
実
施
し
な
が
ら
、

徐
々
に
韓
国
政
府
に
統
治
権
を
移
譲
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い（
9
）た。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
米
軍
政
下
で
は
「
朝
鮮
法
制
編
纂
委

員
）
10
（
会
」
が
設
け
ら
れ
た
。
同
編
纂
委
員
会
が
作
成
し
た
「
刑
法
要
）
11
（
綱
」
は
、『
法
）
12
（
政
』
第
三
巻
第
七
号
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
。
一
九
四

八
年
、
大
韓
民
国
政
府
が
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
米
軍
政
下
の
「
法
制
編
纂
委
員
会
」
は
自
然
解
消
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
刑
法
典
の

制
定
作
業
は
、
大
統
領
令
第
四
号
に
よ
る
新
し
い
法
典
編
纂
委
）
13
（

員
（
以
下
で
は
、「
法
典
編
纂
委
員
会
」
と
い
う
）
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
法
典
編
纂
委
員
会
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
一
一
日
に
「
刑
法
要
綱
」
を
確
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
）
14
（
き
、
一
九
四
九
年
の
一
一
月
一
二

日
、
三
九
七
条
（
付
則
一
三
条
）
か
ら
成
る
「
刑
法
草
案
」
が
完
成
し
）
15
（

た
。
そ
の
後
「
刑
法
草
案
」
は
、「
刑
法
草
案
理
由
説
明
）
16
（

書
」
と
と

も
に
政
府
に
提
出
さ
れ
た
。
一
九
五
一
年
四
月
一
三
日
、
政
府
は
、
国
務
会
議
の
議
決
を
経
て
、「
刑
法
案
国
会
提
出
の
件
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
刑
法
典
の
政
府
草
案
（
以
下
、
政
府
草
案
と
い
）
17
（

う
）
を
国
会
の
審
議
に
付
し
た
。
政
府
草
案
は
、
法
典
編
纂
委
員
会
の
「
刑
法
草

案
」
に
、
姦
通
罪
の
規
定
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
）
18
（
た
。
政
府
草
案
は
国
会
の
法
制
司
法
委
員
会
に
送
付
さ
れ
、
約
一
年
間
の
検
討
・
訂
正

作
業
を
経
て
「
刑
法
草
案
訂
正
案
」
を
作
成
し
た
。
一
九
五
二
年
八
月
二
九
日
、
法
制
司
法
委
員
会
は
、
政
府
草
案
を
検
討
し
、
法
制
司

法
委
員
長
の
名
義
で
作
成
し
た
「
刑
法
案
審
査
報
告
の
件
」
を
民
議
院
議
長
宛
て
に
提
出
し
た
。
法
制
司
法
委
員
会
は
「
刑
法
案
審
査
報

告
の
件
」
を
提
出
す
る
際
に
、
前
記
の
政
府
草
案
と
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
、
法
制
司
法
委
員
会
の
刑
法
訂
正
案
を
一
緒
に
送
付
し
た
。

そ
の
中
の
法
典
編
纂
委
員
会
作
成
の
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
は
、
政
府
草
案
の
理
由
書
に
代
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
韓

国
は
朝
鮮
戦
争
の
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
国
会
に
お
け
る
刑
法
草
案
の
審
議
は
難
航
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
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第
一
五
回
常
会
中
に
金
宗
順
委
員
の
外
一
四
人
の
提
案
者
に
よ
る
「
刑
法
案
緊
急
上
程
に
関
す
る
決
議
案
」
が
本
会
期
へ
提
出
さ
れ
、
同

議
案
は
可
決
さ
れ
）
19
（

た
。
そ
の
後
、
一
九
五
三
年
四
月
一
六
日
に
刑
法
案
第
一
読
会
が
開
か
れ
、
一
九
五
三
年
の
七
月
八
日
ま
で
に
一
二
回

の
本
会
議
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
政
府
草
案
と
法
制
司
法
委
員
会
の
刑
法
草
案
訂
正
案
、
そ
し
て
国
会
議
員
の
個
別
訂
正
案
は
、
刑
法
案

第
二
読
会
で
審
議
さ
れ
表
決
さ
れ
）
20
（
た
。
同
年
七
月
九
日
の
会
議
で
、
刑
法
案
第
三
読
会
を
省
略
す
る
こ
と
と
、
字
句
の
修
正
は
法
制
司
法

委
員
会
に
ま
か
せ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
国
会
を
通
過
し
た
刑
法
は
、
一
九
五
三
年
の
九
月
一
八
日
に
、
法
律
第
二
九
三
号

と
し
て
公
布
、
同
年
一
〇
月
三
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
　
韓
国
制
定
刑
法
の
根
本
理
念
と
基
本
方
針

　
現
行
韓
国
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
米
軍
政
下
の
「
法
制
編
纂
委
員

会
」
が
作
成
し
た
「
刑
法
要
綱
」
は
、
大
韓
民
国
政
府
の
樹
立
後
新
し
く
設
け
ら
れ
た
「
法
典
編
纂
委
員
会
」
に
継
承
さ
れ
、「
刑
法
草

案
」
が
完
成
さ
れ
た
。
②
「
法
制
編
纂
委
員
会
」
が
政
府
に
提
出
し
た
草
案
は
国
務
会
議
の
議
決
を
経
て
「
政
府
草
案
」
と
し
て
国
会
に

提
出
さ
れ
た
。
③
国
会
の
法
制
司
法
委
員
会
は
、
政
府
草
案
の
検
討
を
行
い
、
訂
正
案
を
作
成
し
た
。
そ
の
後
、
④
こ
の
訂
正
案
が
国
会

の
本
会
議
に
上
程
さ
れ
、
審
議
後
一
連
の
訂
正
を
経
て
公
布
・
施
行
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
各
過
程
は
、
相
互
に
有
機
的
な
関
係
を
成
し
て
い
る
。
最
終
的
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
典
は
、
③
の
国
会
の
法
制
司
法
委
員
会

の
「
刑
法
草
案
訂
正
案
」
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。「
刑
法
草
案
訂
正
案
」
の
中
で
否
決
さ
れ
た
の
は
、
姦
通
罪
の
削

除
）
21
（
案
、
救
助
義
務
を
不
履
行
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
対
す
る
削
除
）
22
（
案
、
刑
法
付
則
の
閉
止
法
令
の
中
で
国
家
保
安
法
を
入
れ
よ
う
と

す
る
案
の
三
点
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
政
府
草
案
の
条
文
を
削
除
し
よ
う
と
し
た
前
者
の
訂
正
案
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し

て
政
府
草
案
の
内
容
が
刑
法
典
に
反
映
さ
れ
た
形
と
な
っ
）
23
（

た
。
政
府
が
国
会
に
提
出
し
た
「
政
府
草
案
」
は
刑
法
提
案
理
由
が
な
い
た
め
、
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刑
法
制
定
の
根
本
理
念
を
把
握
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
政
府
草
案
の
母
体
と
な
っ
た
法
典
編
纂
委
員

会
作
成
の
「
刑
法
草
案
」
に
つ
い
て
は
「
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
立
案
理
由
書
の
代
わ
り
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
」
に
は
、
立
案
に
関
す
る
基
本
思
想
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
通
じ
、
刑
法
制
定
の
根
本
方
針
と
草
案

の
基
本
的
考
え
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
国
会
の
審
議
が
開
始
さ
れ
、
刑
法
案
第
一
読
会
が
行
わ
れ
る
際
に
、
そ
の
冒
頭
に

お
い
て
金
炳
魯
に
よ
る
刑
法
草
案
の
提
案
理
由
に
関
す
る
発
言
が
あ
り
、
こ
れ
は
国
会
の
定
期
会
議
の
速
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
次
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
参
考
に
し
つ
つ
、
韓
国
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
立
案
の
根
本
理
念
と
基
本
方
針
を
探
る
こ
と
と
す

る
。

㈠
　「
刑
法
草
案
」
に
つ
い
て
の
「
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
」

　
法
典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
草
案
と
政
府
の
刑
法
草
案
と
を
比
較
す
る
と
、
政
府
に
お
い
て
前
者
の
草
案
に
姦
通
罪
の
規
定
を
加
え
た
こ

と
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
刑
法
草
案
の
提
出
当
時
に
諸
般
の
事
情
に
よ
り
立
案
の
理
由
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
刑
法
草
案
理
由
書
に
つ
き
、
立
案
の
方
針
と
草
案
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
参
考
と
な
り
う
る
事
項
を
列
挙
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
、
刑
法
草
案
理
由
書
は
、
政
府
に
よ
る
立
案
理
由
書
に
代
わ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
現
行
の
刑
法
典
に
刑
法
草
案
が
大
き
く
反
映
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
刑
法
草
案
の
立
案
の
基
本
方
針
は
、
最
終
的
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
典

の
立
法
方
針
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
を
検
討
す
る
こ
と
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
。

　
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
に
は
、
八
つ
の
項
目
を
設
け
て
立
案
の
根
本
原
則
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
世
界
各
国
の
現

行
法
、
刑
法
改
正
草
案
、
特
に
ド
イ
ツ
刑
法
及
び
ド
イ
ツ
一
九
三
〇
年
刑
法
草
案
の
相
当
部
分
を
参
考
に
し
、
制
定
が
新
し
く
国
情
が
わ

が
国
と
も
類
似
し
て
い
る
中
国
刑
法
を
斟
酌
し
た
。
②
す
べ
て
の
独
裁
的
な
政
治
要
素
を
排
除
し
、
国
民
の
基
本
権
を
擁
護
し
、
自
由
と

平
和
の
完
全
実
現
を
志
向
す
る
世
界
的
趨
勢
に
適
合
さ
せ
た
。
③
新
生
国
家
と
し
て
潑
剌
生
新
し
、
勇
往
邁
進
な
国
風
と
そ
の
よ
う
な
国
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民
と
し
て
の
想
像
性
と
進
取
性
を
豊
か
に
す
る
に
適
し
た
も
の
と
し
た
。
④
目
下
我
々
が
当
面
し
て
い
る
危
機
の
克
服
、
す
な
わ
ち
民
族

的
分
裂
か
ら
統
一
へ
の
推
進
方
途
に
遺
憾
が
な
い
よ
う
に
す
べ
く
努
め
た
。
⑤
わ
が
民
族
固
有
の
良
風
美
俗
の
維
持
向
上
に
留
意
し
た
。

⑥
弱
者
を
保
護
し
、
そ
の
落
伍
に
胚
胎
す
る
社
会
の
不
健
全
性
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
の
基
礎
を
強
固
と
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
。

⑦
刑
法
学
説
が
華
麗
奇
抜
へ
偏
向
す
る
こ
と
を
避
け
、
そ
の
健
全
中
正
を
取
り
、
現
実
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
世
界

各
国
の
立
法
例
と
特
に
新
し
い
刑
法
草
案
を
広
範
囲
で
参
考
に
し
た
。
⑧
用
語
に
つ
い
て
は
、
法
と
し
て
の
明
確
性
と
尊
厳
性
を
害
し
な

い
限
り
、
で
き
る
だ
け
平
易
に
す
る
よ
う
に
し
た
。

㈡
　
刑
法
草
案
の
立
法
方
針
が
制
定
刑
法
に
与
え
た
影
響

　
戦
後
、
韓
国
は
、
自
由
主
義
路
線
を
選
択
し
た
こ
と
か
ら
、
独
裁
的
な
政
治
要
素
を
排
除
し
、
刑
法
の
民
主
化
を
目
指
し
（
②
を
参

照
）、
ま
た
、
社
会
的
弱
者
を
保
護
す
る
立
法
の
方
針
を
明
ら
か
と
し
た
（
⑥
を
参
照
）。
さ
ら
に
、
法
律
用
語
を
平
易
化
さ
せ
罪
刑
法
定

主
義
と
人
権
保
護
に
努
め
た
と
し
た
（
⑧
を
参
照
）。
ま
た
、
あ
る
学
説
に
偏
向
を
避
け
（
⑦
を
参
照
）、
学
説
の
対
立
を
条
文
の
新
設
を

通
じ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
は
、
不
安
定
な
治
安
状
況
や
朝
鮮
戦
争
な
ど
に
よ
る
混
乱
に
対
処
す
る
た
め
に
、
刑
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
動
き

も
あ
っ
た
（
⑥
を
参
照
）。
国
家
と
社
会
防
衛
を
強
調
し
、
国
家
的
法
益
と
社
会
的
法
益
に
対
す
る
多
数
の
規
定
を
新
設
し
）
24
（

た
。
い
わ
ゆ

る
擬
制
共
犯
の
導
入
に
関
す
る
議
論
は
そ
の
端
的
な
例
と
も
い
え
よ
）
25
（
う
。
ま
た
、
民
族
固
有
の
良
風
美
俗
の
維
持
向
上
を
目
ざ
し
（
⑤
を

参
照
）、
直
系
尊
属
に
対
す
る
殺
人
や
傷
害
罪
に
対
す
る
刑
を
加
重
し
、
姦
通
罪
規
定
を
存
置
さ
せ
た
。

　
制
定
刑
法
の
人
権
保
護
や
法
治
主
義
の
確
立
な
ど
に
関
す
る
規
定
は
、
刑
法
の
民
主
化
に
努
め
た
こ
と
か
ら
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
）
26
（

う
。
反
面
、
社
会
防
衛
を
強
調
し
た
あ
ま
り
、
全
体
的
な
重
刑
化
傾
向
を
帯
び
る
こ
と
は
、
制
定
刑
法
が
持
つ
内
在
的
限
界
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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四
　
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
と
韓
国
の
制
定
刑
法
と
の
関
係

　
韓
国
刑
法
が
そ
の
制
定
過
程
に
お
い
て
外
国
法
の
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
中
で
も
、
日
本
の
改
正
刑
法

仮
案
（
以
下
、
こ
れ
を
「
仮
案
」
と
い
う
）」
は
、
韓
国
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
特
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、「
仮
案
」
が
主
に
参
照
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
刑
法
制
定
当
時
の
時
代
的
な
状
況
か
ら
「
仮
案
」
を
参
照
し
た
理
由
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の

韓
国
に
お
い
て
刑
法
の
制
定
が
特
に
急
が
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
韓
国
に
は
固
有
の
実
定
法
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
条

文
を
一
か
ら
創
設
す
る
の
は
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
専
門
家
が
不
足
し
て
お
り
、
法
の
制
定
に
関
す
る
イ
ン

フ
ラ
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
不
安
な
国
内
の
政
情
と
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
等
の
影
響
も
あ
り
、
法
制
定
の
た
め
に
割
き
う
る
人

的
・
物
的
リ
ソ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
劣
悪
な
環
境
の
下
で
一
刻
も
早
く
刑
法
を
制
定
す
る
た
め
に
は
、
主
と
し
て
依
拠
で
き
る

外
国
刑
法
の
モ
デ
ル
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
し
か
も
、
そ
の
際
、
立
法
者
は
次
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
で
は
、
急
な
変
更
に
よ
る
社
会
的
な
混
乱
を
避
け

る
た
め
に
は
、
旧
韓
国
刑
法
と
の
連
続
性
を
あ
る
程
度
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
に
お
い
て
、
新
し
い
刑
法
を
作
る
の
で
あ

る
か
ら
可
能
な
限
り
旧
韓
国
刑
法
と
は
異
な
る
も
の
を
制
定
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
時
間
的
な

制
約
の
中
で
新
刑
法
の
制
定
を
実
現
す
る
た
め
に
、
す
で
に
日
本
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
成
文
化
さ
れ
て
い
た
「
仮
案
」
が
参
考
に

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
）
27
（
う
。

　
制
定
さ
れ
た
新
刑
法
と
「
仮
案
」
と
の
間
に
は
、
条
文
の
編
成
方
法
や
規
定
の
内
容
の
点
で
顕
著
な
類
似
性
が
あ
り
、
そ
の
関
係
は
一

見
し
て
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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そ
こ
で
、
次
に
、
新
刑
法
と
「
仮
案
」
と
を
、
条
文
編
成
面
と
規
定
の
内
容
面
の
両
方
か
ら
比
較
検
討
し
、
両
者
の
関
係
の
具
体
的
あ

り
方
を
探
る
こ
と
と
す
る
。

㈠
　
改
正
刑
法
仮
案
の
成
案
過
程
と
指
導
理
念

　
ま
ず
、
比
較
の
対
象
と
な
る
「
仮
案
」
の
成
立
過
程
と
そ
の
特
徴
を
概
括
的
に
示
し
て
お
こ
う
。

　
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
、
政
府
よ
り
「
臨
時
法
制
審
議
会
」
に
対
し
て
刑
法
改
正
の
可
否
に
つ
い
て
の
諮
）
28
（

問
が
あ
り
、
同
審
議
会

は
、
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
に
「
刑
法
改
正
ノ
綱
）
29
（

領
」
四
〇
項
目
を
起
案
し
て
政
府
へ
答
申
し
た
。
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
一
月
、

司
法
省
内
に
「
刑
法
改
正
案
原
案
起
草
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
同
年
六
月
、「
刑
法
改
正
予
備
草
案
」
が
発
表
さ
れ
た
。
次
い
で
、
同

年
の
七
月
に
は
本
格
的
な
刑
法
改
正
事
業
に
当
た
る
た
め
、
新
た
に
「
刑
法
並
び
に
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
」
が
司
法
省
内
に
設
け
ら

れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
三
月
総
則
篇
を
脱
稿
し
、
引
き
続
き
昭
和
一
五
年
に
は
各
則
部
分
が
作
成
さ
れ
、
こ

れ
ら
を
ま
と
め
て
若
干
の
条
項
を
留
保
し
た
ま
ま
未
定
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
刑
法
並
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
総
会
決
議

及
留
保
条
項
（
刑
法
総
則
及
各
則
未
定
稿
）」、
い
わ
ゆ
る
「
改
正
刑
法
仮
案
」
で
あ
）
30
（

る
。「
仮
案
」
は
未
定
稿
で
あ
っ
た
の
で
、
留
保
条
項

に
つ
い
て
同
委
員
会
は
そ
の
後
に
も
審
議
を
継
続
し
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
一
五
年
一
〇
月
、
第
二
次
近
衛
内
閣
決
定
に
基
づ
く
「
各

種
委
員
会
、
調
査
委
員
会
、
各
庁
に
設
置
さ
れ
て
い
る
調
査
審
議
機
関
」
の
整
理
更
新
が
行
わ
れ
た
際
に
、「
刑
法
並
び
に
監
獄
法
改
正

調
査
委
員
会
」
も
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。「
仮
案
」
は
、
結
局
、
刑
法
改
正
に
結
実
せ
ず
に
終
焉
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　「
仮
案
」
の
基
本
的
な
理
念
は
、「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
。「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
は
、
美
風
良
習
の
保
護
、
人
身

及
び
名
誉
の
保
護
、
新
し
い
刑
事
政
策
の
導
入
と
い
う
三
つ
の
観
点
に
立
脚
し
て
い
）
31
（

る
。
こ
れ
ら
の
指
導
理
念
が
「
仮
案
」
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
か
を
見
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
刑
法
改
正
ノ
綱
領
（
以
下
、
こ
れ
を
「
綱
領
」
と
い
う
。）
の
一
項
は
、

「
各
罪
ニ
対
ス
ル
刑
ノ
軽
重
本
邦
ノ
淳
風
美
俗
ヲ
維
持
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
ニ
関
ス
ル
犯
罪
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
其
ノ
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規
定
ニ
注
意
ス
ル
コ
ト
」
で
あ
る
。
こ
の
「
本
邦
ノ
淳
風
美
俗
」
や
「
忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
」
は
、「
仮
案
」
の
中
で
具
体
化
さ
れ
た
。

「
仮
案
」
五
七
条
に
は
、
量
刑
の
と
き
に
考
慮
す
べ
き
八
つ
の
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
三
号
に
は
「
犯
罪
ノ
動
機
ガ
忠

孝
其
ノ
他
ノ
道
義
上
又
ハ
公
益
上
非
難
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
又
ハ
宥
恕
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連

し
て
「
仮
案
」
六
一
条
に
は
、「
懲
役
ニ
該
ル
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ト
雖
第
五
十
七
條
ニ
掲
ケ
タ
ル
事
項
ヲ
参
酌
シ
特
ニ
犯
罪
ノ
動
機
道
義

上
又
ハ
公
益
上
宥
恕
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
禁
錮
ヲ
科
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
イ
テ
其
ノ
期
間
ハ
懲
役
ノ
期
間
ニ
同
シ
」
と
規

定
す
る
。
各
則
篇
に
お
け
る
、
自
己
又
は
配
偶
者
の
直
系
尊
属
に
対
す
る
殺
人
・
傷
害
・
遺
棄
・
逮
捕
監
禁
罪
に
関
す
る
加
重
処
罰
規
）
32
（
定

や
、
国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪
の
規
）
33
（

定
な
ど
に
お
い
て
も
、「
本
邦
ノ
淳
風
美
俗
」
や
「
忠
孝
其
ノ
他
ノ
道
義
」
を
重
視
す
る
姿
勢
が
示

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
、「
綱
領
」
は
、「
人
身
及
名
誉
ノ
保
護
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
為
改
正
ノ
必
要
」
が
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
三
〇
項
に
お
い
て
、

「
猥
褻
、
姦
淫
に
関
ス
ル
現
行
法
ノ
不
備
ヲ
補
ヒ
權
衡
ヲ
適
当
ニ
ス
ル
コ
ト
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
は
、「
仮
案
」
三
五
章
の
「
姦
淫
ノ

罪
」
に
お
い
て
各
罪
の
刑
罰
を
重
く
す
る
形
で
具
体
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
名
誉
の
保
護
に
関
し
て
は
、「
綱
領
」
三
五
項
と
三
六
）
34
（

項
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
綱
領
」
三
五
項
は
「
名
誉
毀
損
罪
ハ
之
ヲ
重
キ
モ
ノ
ト
ニ
区
別
シ
其
ノ
重
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
非
親
告
罪
ト
為
ス
コ

ト
但
シ
被
害
者
ノ
意
思
ニ
反
シ
テ
訴
追
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
。
名
誉
毀
損
罪
ノ
刑
ハ
之
ヲ
重
ク
シ
生
命
、
身
体
ニ
對
ス
ル

罪
ノ
刑
ト
權
衡
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
三
五
項
の
後
段
の
部
分
は
、
名
誉
毀
損
罪
を
重
く
処
罰
す
る
立
場
を
取
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
「
仮
案
」
四
〇
六
条
二
項
で
の
名
誉
毀
損
罪
の
成
立
範
囲
の
拡
大
及
び
四
〇
七
条
か
ら
四
一
二
条
に
お
い
て
処
罰
が
重
く

な
る
規
定
を
お
き
具
体
化
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
、
三
五
項
の
前
段
は
「
仮
案
」
四
一
三
条
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
。
な
お
、
名
誉
毀
損
行

為
が
、
た
だ
公
益
を
図
る
目
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
事
実
関
係
を
把
握
し
、
事
実
で
あ
る
場
合
に
は
罰
し
な
い
規
定
を
設
け

る
（「
仮
案
」
四
一
二
条
）
な
ど
名
誉
に
関
す
る
犯
罪
の
扱
い
に
慎
重
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
ま
た
、
政
府
は
、
刑
法
改
正
の
諮
問
に
お
い
て
、「
輓
近
人
心
ノ
趨
向
ニ
見
テ
犯
罪
防
遏
ノ
効
果
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
刑
事
制
裁
ノ
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種
類
及
執
行
方
法
ヲ
改
ム
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、「
綱
領
」
で
は
、
刑
事
政
策
見
地
か
ら
刑
の
種
類

の
拡
大
及
び
刑
の
執
行
猶
予
規
定
の
改
正
な
ど
を
提
案
し
て
い
た
。
ま
ず
、「
綱
領
」
三
項
（
公
権
の
喪
失
及
び
停
止
）、
四
項
（
譴
責
）、

六
項
（
刑
の
附
随
処
分
と
し
て
の
居
住
制
限
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
仮
案
」
三
〇
条
四
号
の
資
格
喪
失
、
五
号
の
資
格
停
止
、
六
号
の
居
住
制

限
、
一
〇
号
の
譴
責
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
刑
の
執
行
方
法
に
関
し
て
、「
綱
領
」
八
項
は
、「
自
由
刑
ノ
執
行
猶
予
ヲ
爲
シ

得
ヘ
キ
要
件
、
取
消
ノ
要
件
ヲ
寛
大
ニ
シ
且
宣
告
猶
予
ノ
範
囲
ヲ
廣
ク
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」
を
、
同
九
項
は
「
刑
の
執
行
猶
予
の

範
囲
を
罰
金
・
科
料
・
公
権
喪
失
及
び
停
止
ニ
モ
及
ホ
ス
ベ
キ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、「
仮
案
」
一
〇
章

の
執
行
猶
予
に
関
す
る
規
定
（
九
六
条
か
ら
一
〇
四
条
）
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
、
現
行
法
に
比
し
て
か
な
り
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
他
に
も
、「
綱
領
」
一
一
項
の
「
宣
告
猶
予
」
は
、「
仮
案
」
一
一
章
の
宣
告
猶
予
に
関
す
る
諸
規
定
と
し
て
、「
綱
領
」
一
九
項
に

示
さ
れ
た
「
不
定
期
刑
」
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
は
、「
仮
案
」
九
章
の
不
定
期
刑
に
関
す
る
諸
規
定
と
し
て
、
綱
領
二
〇
項
の
「
仮

出
獄
」
に
関
す
る
基
本
方
針
は
、「
仮
案
」
一
二
章
の
仮
釈
放
に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
具
体
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
仮
案
」
に
は
、
再
犯
予
防
の
た
め
に
刑
罰
を
よ
り
柔
軟
に
・
弾
力
的
に
用
い
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
）
35
（
る
。

　
さ
ら
に
、「
綱
領
」
二
一
項
で
は
、「
保
安
処
分
ト
シ
テ
労
働
嫌
忌
者
、
酒
精
中
毒
者
、
精
神
障
礙
者
等
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ

ト
」
と
い
う
、
保
安
処
分
に
関
す
る
規
定
の
導
入
を
要
請
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、「
仮
案
」
一
五
章
の
保
安
処
分
に
関
す
る
規
定
と
い
う

形
に
具
体
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
仮
案
」
は
、
保
安
処
分
と
し
て
、
①
精
神
障
害
者
に
対
す
る
「
監
護
処
分
」、
②
飲
酒
な
ど
の
習
癖

の
あ
る
者
に
対
す
る
「
矯
正
処
分
」、
③
浮
浪
ま
た
は
労
働
嫌
忌
者
に
対
す
る
「
労
作
処
分
」、
④
懲
役
刑
の
執
行
者
に
対
す
る
「
予
防
処

分
」
と
い
う
四
種
類
の
保
安
処
分
を
新
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　「
仮
案
」
は
立
法
化
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
二
〇
年
近
い
年
月
を
か
け
て
検
討
さ
れ
た
、
刑
法
草
案
と
し
て
質
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
指
導
理
念
に
関
す
る
批
判
的
な
評
価
も
存
在
し
て
い
る
）
36
（

が
、
そ
れ
で
も
、
日
本
に
お
け
る
第
二
次
世
界
大
戦
後
す
ぐ
の
刑
法

改
正
に
お
い
て
は
、「
仮
案
」
の
提
案
が
採
用
さ
れ
た
部
分
が
あ
）
37
（

り
、
ま
た
、
戦
後
の
刑
法
改
正
作
業
に
お
い
て
は
、「
仮
案
」
が
そ
の
重
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要
な
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
）
38
（
る
。
な
お
、「
仮
案
」
は
、
韓
国
刑
法
の
制
定
過
程
で
広
く
参
考
に
さ
れ
た
た
）
39
（
め
、
韓
国
刑
法
を

解
釈
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
貴
重
な
参
考
資
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

㈡
　
韓
国
の
改
正
刑
法
典
と
日
本
改
正
刑
法
仮
案
と
の
比
較

―
総
論
篇
を
中
心
と
し
て

　
韓
国
刑
法
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
「
仮
案
」
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
韓
国
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
け

る
「
仮
案
」
の
も
っ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
韓
国
に
お
け
る
法
案
審
議
過
程
で
の
記
録
を
検
討
し
、
ま
た
、
韓
国
の
刑
法
総
則

篇
の
規
定
と
「
仮
案
」
の
規
定
と
を
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
法
案
審
議
の
過
程
で
の
国
会
速
記
録
を
検
討
し
て
み
た
い
。
法
案
第
一
読
会
の
際
、
法
案
の
起
草
趣
旨
を
説
明
す
る
金
炳
）
40
（

魯
の

発
言
の
中
に
、
日
本
の
「
仮
案
」
に
関
す
る
言
及
が
み
ら
れ
る
。
新
刑
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
急
い
で
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
当
時
の
状
況
を
説
明
す
る
過
程
で
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　「
わ
れ
わ
れ
は
今
、
新
し
い
法
律
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
の
基
礎
を
欠
い
て
い
る
状
態
で
す
。
何
か
モ
デ
ル
と
な
る
も

の
・
基
礎
と
な
る
も
の
な
し
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
や
は
り
多
大
な
研
究
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
多
大
な
時
間
が
必
要
と
な
る
の

で
、
も
し
急
い
で
法
典
を
編
纂
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
の
国
の
法
を
一
つ
の
基
礎
と
し
よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に

は
、
…
…
省
略
…
…
事
実
上
わ
が
国
に
お
い
て
も
長
い
間
、
効
果
を
上
げ
て
い
た
日
本
の
法
典
を
基
礎
と
し
て
、
速
や
か
に
編
纂
事
業
を
進
め
る
の
が

良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
法
律
を
起
草
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る
一
つ
の
国
の
法
律
を
基
礎
と
し
て
、
そ

れ
を
お
手
本
に
し
て
編
纂
作
業
を
行
う
の
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
ど
の
国
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
内
容
の
条
文
に
お
い
て
は
そ

れ
ほ
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
国
の
特
殊
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
、
そ
の
国
の
国
民
的
・
社
会
的
現
実
に
お
い
て
必
要

性
が
出
て
く
る
特
殊
な
事
項
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
別
の
国
の
法
を
基
礎
と
す
る
の
は
根
本
か
ら
間
違
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。」
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こ
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
を
有
力
な
モ
デ
ル
と
し
て
設
定
す
る
も

の
の
、
し
か
し
、
一
つ
の
立
法
例
の
み
で
法
典
の
編
纂
を
行
う
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
特
に
、
韓
国
の
国
民
性
な
い
し
社
会
的
現

実
に
お
い
て
必
要
を
感
じ
る
特
殊
な
事
情
が
あ
る
と
き
に
は
、
特
別
の
考
慮
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
説

明
す
る
の
で
あ
）
41
（
る
。
金
炳
魯
の
発
言
を
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
者
自
身
が
制
定
刑
法
の
主
た
る
モ
デ
ル
が
「
仮

案
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
発
言
は
、
刑
法
の
制
定
作
業
過
程
の
中
で
、
刑
法
制
定
作
業

を
迅
速
に
進
め
る
た
め
に
は
日
本
の
刑
法
典
（
改
正
刑
法
仮
案
）
を
主
な
モ
デ
ル
と
す
る
の
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も

あ
っ
た
が

0

0

0

0

、
し
か
し
実
際
に
起
草
を
行
な
う
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
法
規
定
を
参
考
し
た
、
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
と
読
む
の

が
よ
り
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
金
炳
魯
の
発
言
か
ら
、
改
正
刑
法
と
「
仮
案
」
と
の
密
接
な
関
係
を
直
接
に

読
む
と
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
旧
韓
国
刑
法
か
ら
脱
却
し
て
早
急
に
新
た
な
韓
国
の
刑
法
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
当
時
の
時
代
的
な
背
景
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
発
言
は
立
法
過
程
に
お
い
て
「
仮
案
」
が
深
く
検
討
さ
れ
た
こ
と
を
間

接
的
に
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
次
に
、
韓
国
刑
法
典
の
規
定
を
直
接
に
「
仮
案
」
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
関
係
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
と
し
た

い
。
刑
法
総
則
篇
の
う
ち
、
犯
罪
の
成
否
に
関
す
る
諸
規
定
の
編
成
を
中
心
と
し
て
両
者
を
比
較
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
）
42
（

る
。

　
①
刑
法
総
則
篇
の
全
体
的
な
編
成
を
見
る
と
、「
仮
案
」
に
お
い
て
は
「
罪
」
に
関
す
る
章
が
「
刑
」
に
関
す
る
章
の
前
に
置
か
れ
て

い
る
。
韓
国
の
制
定
刑
法
も
、「
罪
」
の
章
を
「
刑
」
の
章
の
前
に
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
刑
」
の
章
が
「
罪
」
の
章
の
前
に
置
か
れ

て
い
た
旧
韓
国
刑
）
43
（

法
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
②
犯
罪
論
に
関
す
る
規
定
を
見
る
と
、
旧
韓
国
刑
法
は
未
遂
犯
・
競
合
犯
・
累
犯
・
共
犯

の
順
に
規
定
し
て
い
た
が
、「
仮
案
」
と
韓
国
の
制
定
刑
法
は
こ
れ
を
犯
罪
成
立
要
件
・
未
遂
犯
・
共
犯
の
順
に
規
定
し
て
い
る
点
で
共

通
す
る
。
③
未
遂
犯
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
旧
韓
国
刑
法
は
障
害
未
遂
と
中
止
未
遂
の
二
つ
の
み
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

「
仮
案
」
は
障
害
未
遂
と
中
止
未
遂
の
他
に
も
、
二
二
条
に
「
結
果
ノ
発
生
ス
ル
コ
ト
不
能
ナ
ル
都
合
ニ
於
テ
其
ノ
行
為
危
険
ナ
ル
モ
ノ



法学政治学論究　第108号（2016.3）

48

ニ
非
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
罰
セ
ス
」
と
し
て
不
能
犯
を
規
定
し
て
い
る
。
韓
国
の
制
定
刑
法
の
二
七
）
44
（
条
に
も
、
不
能
犯
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
仮
案
」
と
類
似
し
て
い
）
45
（

る
。
④
共
犯
に
つ
い
て
は
、
旧
韓
国
刑
法
で
は
共
同
正
犯
・
教
唆
犯
・
幇
助
犯
・
身
分
犯

の
共
犯
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
改
正
刑
法
仮
案
で
は
、
共
同
正
犯
・
教
唆
犯
・
幇
助
犯
・
身
分
犯
と
共
犯
、
そ
し
て
間
接
正
）
46
（
犯
が

規
定
さ
れ
て
い
た
。
韓
国
の
制
定
刑
法
も
同
じ
く
、
共
同
正
犯
・
教
唆
犯
・
従
犯
・
共
犯
と
身
分
、
そ
し
て
間
接
正
）
47
（
犯
を
規
定
し
た
の
で

あ
）
48
（

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
韓
国
の
制
定
刑
法
の
条
文
の
編
成
は
「
仮
案
」
の
そ
れ
に
相
当
部
分
が
類
似
し
て
お
り
、
制
定
の

過
程
で
「
仮
案
」
の
規
定
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
単
に
規
定
の
編
成
方
法
が
類
似
し
、
同
様
な
文
言
の
条
文
が
あ
る
と

い
う
だ
け
で
、
韓
国
の
制
定
刑
法
が
「
仮
案
」
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る
こ
と
に
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
、
と
。
た
し
か
に
、
そ
の
規
定

が
旧
韓
国
刑
法
に
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
外
国
刑
法
典
に
お
い
て
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
内
容
の
条
文
で
あ
れ

ば
、
制
定
刑
法
が
改
正
刑
法
仮
案
の
影
響
を
受
け
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
不
能
犯
や
間
接
正
）
49
（
犯
に
関
す
る
規
定
、
ま
た

資
格
停
止
と
資
格
喪
）
50
（

失
な
ど
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
う
し
た
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
規
定
だ
と
は
思
え
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
そ
の
他
の

国
々
の
刑
法
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
収
集
さ
れ
て
い
た
外
国
の
法
典
や
法
律
（
案
）
に
関
す
る
資
料
が

朝
鮮
戦
争
に
よ
り
大
部
分
失
わ
れ
た
状
況
の
下
）
51
（

で
こ
れ
ら
を
主
と
し
て
参
照
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
韓
国
の
制
定
刑
法
が
「
仮
案
」
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
相
互

に
類
似
し
た
規
定
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
か
な
り
異
な
る
規
定
も
あ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
）
52
（

う
。

五
　
韓
国
刑
法
学
の
発
展
過
程
に
お
け
る
日
本
刑
法
学
と
の
関
係

　
新
し
い
刑
法
典
の
制
定
過
程
に
お
い
て
「
仮
案
」
を
参
考
に
し
て
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
き
に
は
、
同
時
に
、
そ
の
規
定
の
背
景
に
あ
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る
刑
法
理
論
も
韓
国
刑
法
学
に
強
い
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ

く
の
は
、
文
言
上
は
「
仮
案
」
の
影
響
を
受
け
て
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
規
定
の
場
合
に
お
い
て
、
韓
国
の
刑
法
学
が
日
本
の
刑
法
学
と

ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
た
か
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、「
仮
案
」
に
は
規
定
が
な
い
、
因
果
関
係
に
関
す
る
規
定
を
め
ぐ
る
韓
国

の
判
例
や
学
説
の
流
れ
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
中
で
日
本
の
刑
法
学
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
き
た
の
か
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

㈠
　
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
理
論
の
発
展

　
戦
後
の
韓
国
の
司
法
制
度
は
、
当
初
、
約
二
五
〇
名
の
法
曹
専
門
家
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
人
員
的

に
と
う
て
い
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
司
法
制
度
の
運
営
は
決
し
て
順
調
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
法
律
専
門
家
の
養
成
が

積
極
的
に
行
わ
れ
た
が
、
法
曹
養
成
と
法
律
家
採
用
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
も
不
備
が
多
く
、
場
当
た
り
的
な
特
別
採
用
や
試
験
が
ま
ま
行

わ
れ
）
53
（
た
。
大
学
の
法
学
教
育
と
そ
の
制
度
に
も
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
が
あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
八
月
、
米
軍
法
令
一
〇
二
条
に
よ
り

国
立
ソ
ウ
ル
大
学
が
設
置
さ
れ
、（
旧
）
京
成
法
学
専
門
学
校
と
（
旧
）
京
成
大
学
法
文
学
部
法
学
科
が
国
立
ソ
ウ
ル
大
学
に
統
合
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
普
成
専
門
学
校
、
延
嬉
大
学
、
惠
化
専
門
学
）
54
（

校
な
ど
の
私
立
大
学
で
法
学
部
が
開
設
さ
れ
た
が
、
大
学
の
教
員
が
大
幅
に

不
足
し
て
お
り
、
韓
国
語
の
教
科
書
も
な
か
っ
た
た
）
55
（
め
、
授
業
で
は
日
本
の
教
科
書
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
状
態
で
あ
っ
）
56
（
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
韓
国
の
法
律
学
と
そ
の
実
務
は
、
日
本
か
ら
の
大
き
な
影
響
を
受
け
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
新
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
も
、
日
本
の
刑
法
学
や
そ
の
実
務
が
か
な
り
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
こ
と
が
想
像

で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　
戦
後
に
な
り
新
し
い
韓
国
刑
法
典
が
制
定
さ
れ
る
以
前
は
、
因
果
関
係
の
問
題
は
、
学
説
と
判
例
に
任
さ
れ
て
い
）
57
（
た
。
し
か
し
、
学
説

や
判
例
に
お
い
て
争
い
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
は
な
る
べ
く
規
定
の
新
設
を
通
じ
て
解
決
し
た
い
と
す
る
立
法
方
針
に
基
づ
）
58
（

き
、
刑
法
一

七
条
に
因
果
関
係
の
規
）
59
（

定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
規
定
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
た
。
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刑
法
典
の
制
定
後
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
、
韓
国
の
学
界
の
多
数
説
の
地
位
を
占
め
て
い
た
の
は
、
相
当
因
果
関
係
説
、
そ
の
中
で
も
、

折
衷
的
相
当
因
果
関
係
説
で
あ
っ
）
60
（

た
。
韓
国
刑
法
の
制
定
当
時
は
、
日
本
の
通
説
も
相
当
因
果
関
係
説
で
あ
っ
た
。
刑
法
の
立
法
者
ら
が

日
本
の
刑
法
教
育
を
受
け
た
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
刑
法
の
制
定
過
程
で
も
日
本
の
因
果
関
係
論
が
参
考
に
さ
れ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
）
61
（
る
。
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
に
、
合
法
則
的
条
件
説
と
客
観
的
帰
属
の
理
論
を
紹
介
し
て
い
る
論
文
も
見
ら
れ
る
）
62
（
が
、
客
観
的
帰

属
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
ま
で
は
注
目
さ
れ
な
か
っ
）
63
（

た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
客
観
的
帰
属
説
の

支
持
者
が
増
）
64
（
え
、
現
在
で
は
、
因
果
関
係
を
む
し
ろ
合
法
則
的
条
件
説
と
客
観
的
帰
属
論
に
よ
り
説
明
す
る
の
が
韓
国
の
多
数
説
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
客
観
的
帰
属
論
が
学
界
に
お
い
て
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
一
方
で
、
従
来
の
通
説
で
あ
っ
た
相
当
因
果
関
係
説
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
研
究
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
韓
国
に
お
い
て
相
当
因
果
関
係
説
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
相
当
性
の
判

断
基
礎
（
な
い
し
判
断
基
底
）
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
を
紹
介
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
相
当
性
判
断
の
中
核
を
な
す
「
相
当

性
」
の
内
実
と
そ
の
判
断
方
法
に
関
す
る
研
究
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
）
65
（

い
。
こ
れ
は
、
同
様
に
相
当
因
果
関
係
説
が
退
潮
の
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、
相
当
性
の
判
断
基
準
の
実
質
化
・
類
型
化
の
面
で
の
検
討
も
進
め
て
き
た
日
本
の
学
説
と
は
大
き
く
異
な
る
動
き
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

㈡
　
因
果
関
係
論
に
関
す
る
判
例
の
動
向

　
以
上
の
よ
う
な
学
界
の
動
き
と
は
別
に
、
韓
国
の
判
例
は
、
刑
法
制
定
後
か
ら
、
相
当
因
果
関
係
論
の
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
。
韓
国

大
法
院
は
、
被
害
者
と
の
口
論
中
、
被
告
人
が
被
害
者
の
顔
面
を
殴
打
し
た
が
、
被
害
者
が
一
般
人
よ
り
肥
大
し
た
心
臓
を
も
っ
て
お
り
、

殴
打
さ
れ
た
こ
と
で
興
奮
し
血
圧
亢
進
に
よ
る
脳
出
血
が
直
接
の
死
因
と
な
っ
て
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、「
顔
面
部
は
身
体

の
中
で
最
も
重
要
な
部
位
で
あ
り
、
他
人
の
暴
行
に
対
し
て
危
険
な
状
況
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
手
拳
で
三
、
四
回
殴
打
し
た
ぐ
ら
い
の
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暴
行
だ
と
は
い
え
、
不
測
の
結
果
が
発
生
さ
れ
る
可
能
性
は
日
常
生
活
で
体
験
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
刑
法
一
五
条
二
項
の
『
結
果
の
発

生
を
予
見
し
得
な
い
場
合
』
に
該
当
し
な
い
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
所
為
と
死
亡
と
の
間
に
は
具
体
的
相
当
因
果
関
係
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
み
る
の

が
妥
当
で
あ
）
66
（
る
」
と
し
、
因
果
関
係
を
否
定
し
た
原
審
判
決
を
破
棄
し
）
67
（
た
。
こ
の
判
例
は
、
原
判
決
の
判
断
を
検
討
す
る
中
で
、
因
果
関

係
に
関
す
る
日
本
の
判
例
を
参
照
判
例
と
し
て
挙
げ
て
い
）
68
（
る
。

　
そ
の
後
も
、
大
法
院
は
、
普
段
か
ら
高
血
圧
で
あ
っ
た
被
害
者
が
被
告
人
の
暴
行
に
よ
り
転
倒
す
る
際
の
衝
撃
で
脳
出
血
を
起
こ
し
て

死
亡
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
も
、
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
）
69
（
し
、
ま
た
、
被
害
者
の
特
異
体
質
や
持
病
と
相
ま
っ
て
結
果
が
発
生
し

た
場
合
に
つ
い
て
相
当
因
果
関
係
を
認
め
て
い
）
70
（

る
。
そ
し
て
、
行
為
後
に
一
定
の
事
情
が
介
入
し
て
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、

「
殺
人
の
実
行
行
為
が
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
を
発
生
さ
せ
る
唯
一
の
原
因
も
し
く
は
直
接
的
な
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
の
で
は
な
く
、
殺
人
の
実
行
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
一
定
の
事
情
が
介
在
し
、
そ
の
事
情
が
致
死
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
通
常
予
見
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
れ
ば
、
殺
人
の
実
行
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係

が
あ
る
と
認
め
る
べ
き
」
だ
と
し
、
相
当
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
）
71
（

る
。
さ
ら
に
、
第
三
者
の
過
失
行
為
が
介
在
し
、
そ
れ
が
直
接
の
死

因
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
相
当
因
果
関
係
を
認
め
て
い
）
72
（
る
。

㈢
　
小
　
括

　
右
の
よ
う
に
、
因
果
関
係
に
関
す
る
韓
国
の
判
例
は
相
当
因
果
関
係
説
の
立
場
を
採
り
、
学
説
上
の
通
説
は
客
観
的
帰
属
論
を
支
持
し

て
い
る
。
な
ぜ
学
説
は
、
相
当
因
果
関
係
説
か
ら
客
観
的
帰
属
論
へ
と
立
場
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
、
韓
国
刑
法
学
の
時
代

的
変
化
の
一
つ
の
例
と
し
て
説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
韓
国
の
刑
法
学
界
に
お
い
て
は
、
戦
前
か
ら
日
本
の
刑
法
学
を

学
ん
で
活
動
し
た
第
一
世
代
（
日
本
の
刑
法
学
の
影
響
を
受
け
た
世
代
）
か
ら
、
第
一
世
代
の
学
者
に
よ
る
教
育
を
受
け
た
も
の
の
、
そ
の

後
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
へ
留
学
し
て
研
究
を
行
っ
た
第
二
世
代
へ
の
世
代
の
交
代
が
起
こ
り
、
こ
れ
と
共
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
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理
論
が
直
接
的
に
継
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
因
果
関
係
論
に
お
け
る
変
化
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
示
す
代

表
的
な
例
で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
）
73
（

る
。

　
実
務
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
因
果
関
係
を
法
的
見
地
か
ら
限
定
す
る
理
論
と
し
て
、
一
貫
し
て
相
当
因
果
関
係
説
を
と
っ
て
き
た
。

ま
た
、
客
観
的
帰
属
論
の
主
張
者
は
、
相
当
因
果
関
係
説
に
対
し
、
そ
の
相
当
性
の
判
断
基
準
が
曖
昧
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
で
は
因
果
関

係
の
肯
定
さ
れ
る
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
批
判
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
は
な
）
74
（
い
。
韓
国
の
因
果
関
係
に
関
す
る
判
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
実
務
は
、
具
体
的
な
事
例
ご
と
に
判
断
基
準
と
判

断
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
75
（

る
。
そ
の
一
方
で
、
客
観
的
帰
属
論
に
よ
る
帰
属
可
能
性
の
判
断
も
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な

く
、
相
当
性
の
判
断
と
比
べ
た
と
き
、
実
務
で
の
使
用
に
耐
え
う
る
よ
う
な
形
で
統
一
的
な
判
断
基
準
を
明
ら
か
に
で
き
て
い
る
か
ど
う

か
に
は
多
大
な
疑
問
が
あ
る
。

　
判
例
と
の
関
係
で
の
韓
国
学
説
の
対
応
に
見
ら
れ
る
根
本
的
な
問
題
は
、
判
例
の
採
用
す
る
相
当
因
果
関
係
説
の
本
質
と
そ
の
判
断
基

準
に
関
す
る
立
ち
入
っ
た
研
究
を
行
う
こ
と
な
く
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
の
理
論
を
早
急
に
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い

え
よ
う
。
そ
の
こ
と
が
、
判
例
と
学
説
と
が
相
互
に
影
響
し
合
う
健
全
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
難
し
く
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、
相
当
因
果
関
係
説
に
関
す
る
理
論
的
研
究
に
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
日
本
の
学
説
を
参
考
と
し
つ
つ
、
相
当
因
果
関
係
説
の
理
論

的
内
実
と
そ
の
射
程
、
そ
の
判
断
基
準
の
問
題
性
と
修
正
の
可
能
性
等
に
つ
い
て
深
く
研
究
を
重
ね
た
上
で
、
今
後
に
お
け
る
法
的
因
果

関
係
論
の
行
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
生
産
的
な
理
論
と
実
務
の
関
係
を
実
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
結
　
語

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
比
較
法
的
視
点
か
ら
、
日
本
と
韓
国
の
刑
法
及
び
刑
法
学
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
た
だ
、
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韓
国
刑
法
典
の
制
定
過
程
で
な
さ
れ
た
議
論
や
、
そ
の
当
時
の
学
界
の
動
向
を
客
観
的
に
分
析
す
る
に
は
資
料
が
不
足
な
こ
と
を
実
感
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
戦
後
、
研
究
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
刑
法
学
の
研
究
が
十
分
に
活
発
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
朝
鮮
戦

争
の
た
め
に
資
料
も
そ
の
重
要
部
分
が
散
逸
し
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
韓
国
刑
法
制
定
に
関
す
る
資
料

の
発
掘
作
業
及
び
そ
の
分
析
作
業
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
盛
ん
と
は
い
え
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
で
、
可
能
な
限
り
に

お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
よ
う
に
、
韓
国
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
が
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
自
体

に
つ
い
て
は
、

―
そ
の
程
度
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
る
も
の
の

―
こ
れ
を
否
定
す
る
論
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
た
解
説
書
や
、
制
定
理
由
説
明
書
及
び
刑
法
草
案
の
審
査
過
程
を
記
録
し
た
国
会

の
速
記
録
な
ど
に
基
づ
き
、
刑
法
典
成
立
に
与
え
た
改
正
刑
法
仮
案
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
韓
国
の
刑
法
学
説
と
日
本
の

刑
法
学
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
た
。
改
正
刑
法
仮
案
が
韓
国
の
制
定
刑
法
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
影
響
し
た
の
か

を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
刑
法
と
刑
法
学
の
発
展
に
つ
い
て
も
不
十
分
な
が
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
韓
国
の
立
法
者
は
、

新
刑
法
典
制
定
に
あ
た
り
、
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
を
広
く
参
考
に
し
た
が
、
そ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
規
定

に
よ
っ
て
は
仮
案
の
規
定
を
大
き
く
修
正
す
る
形
で
導
入
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
判
例
と
学
説
の
因
果
関
係
の
問
題

へ
の
対
応
の
検
討
を
通
じ
て
、
制
定
当
時
に
は
、
判
例
も
学
説
も
と
も
に
、
日
本
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
韓
国
に
は
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
の
理
論
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
学
説
と
判
例
と
が
異
な
る
見
解
を
と
る
よ
う

に
な
っ
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
仮
案
の
影
響
を
う
け
て
制
定
さ
れ
た
規
定
の
場
合
、
仮
案
の
立
案
過
程
で
な

さ
れ
た
議
論
等
が
そ
の
規
定
の
解
釈
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
韓
国
刑
法
典
が
独
自
の
規
定
を
設
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
の

刑
法
学
の
議
論
が
（
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
議
論
よ
り
も
）
よ
り
示
唆
を
与
え
る
領
域
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
本
稿
で
は
確
認
で
き
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
韓
国
刑
法
に
お
い
て
は
、
日
韓
の
比
較
研
究
が
実
り
豊
か
な
成
果
を
も
た
ら
し
う
る
基

盤
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
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と
は
い
え
、
本
稿
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
韓
国
刑
法
と
刑
法
学
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
し
、
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
韓
国
刑

法
典
に
つ
い
て
も
、
個
別
条
文
の
詳
細
な
検
討
と
い
う
点
で
は
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
規
定
も

ま
た
少
な
か
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
単
に
概
観
を
提
供
し
、
今
後
の
個
別
分
野
に
お
け
る
検
討
の
前
提
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
日
韓
の
刑
法
と
刑
法
学
の
関
係
に
つ
い
て
個
別
分
野
に
お
け
る
研
究
を
進
め
た
い
と
思
う
。

（
1
）  

朝
鮮
総
督
府
が
朝
鮮
に
お
け
る
独
自
に
定
め
た
法
形
式
を
「
制
令
」
と
い
う
。
朝
鮮
総
督
府
は
制
令
第
一
一
号
「
朝
鮮
刑
事
令
」
を
公
布
し
、

朝
鮮
に
お
い
て
内
地
の
刑
法
や
刑
事
訴
訟
法
な
ど
を
依
用
（
法
令
内
容
の
施
行
を
い
う
）
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
新
井
勉
「
朝
鮮

総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て

―
刑
罰
史
の
一
幕
（
日
本
大
学
法
学
部
創
設
百
二
十
五
周
年
記
念
号
）『
日
本
法
学
』
八
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四

年
）
二
六
一
頁
を
参
照
。
内
地
と
外
地
に
関
し
て
は
、
水
野
直
樹
「
戦
時
期
の
植
民
地
支
配
と
「
内
外
地
行
政
一
元
化
」」『
京
都
大
学
人
文
学

報
』
七
九
巻
（
一
九
九
七
年
）
七
七
頁
以
下
を
参
照
。
こ
こ
で
依
用
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
七
年
の
日
本
刑
法
で
あ
っ
た
。

（
2
）  

【
朝
鮮
刑
事
令
制
令
第
一
一
号
】

　
　
　
刑
事
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ
、
本
令
其
ノ
他
ノ
法
令
ニ
特
別
の
規
定
ア
ル
場
合
を
除
ク
ノ
外
、
左
ノ
法
律
ニ
依
ル
。

一
　
　
刑
法

二
　
　
刑
法
施
行
法

三
　
　
爆
発
物
取
締
規
則

四
　
　
明
治
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号

五
　
　
通
貨
及
証
券
模
造
取
締
法

六
　
　
明
治
三
十
八
年
法
律
第
六
十
六
号

七
　
　
印
紙
犯
罪
処
罰
法

八
　
　
明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
一
号

九
　
　
海
底
電
信
線
保
護
万
国
聯
合
条
約
罰
則

十
　
　
刑
事
訴
訟
法

十
一
　
普
通
治
罪
法
陸
軍
治
罪
法
海
軍
治
罪
法
交
渉
ノ
件
処
分
法
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十
二
　
外
国
裁
判
所
ノ
嘱
託
ニ
因
ル
共
助
法

（
3
）  

최
준
혁
「
근
대
형
법
의 

성
립
과 

방
법
론

―
해
방 

후 

한
국
전
쟁 

직
후
까
지
의 

한
국
형
법
학
의
방
법
론
」『
일
감
법
학
』
第
二
六
号
（
二

〇
一
三
年
）
四
六
―
四
九
頁
、
최
준
혁
「
독
일
법
이 

한
국
에 

미
친 

영
향

―
국
형
법
의 

역
사
와 

정
체
성
」『
인
하
대
학
교 

법
학
연
구
』
第

一
四
輯
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
九
五
頁
。

（
4
）  
김
성
돈
『
형
법
총
칙
』（
二
〇
〇
九
年
）
三
一
頁
、
柳
全
哲
「
韓
国
刑
法
に
及
ば
し
た
日
本
刑
法
の
影
響
」『
全
南
大
学
法
学
論
叢
』
第
二
九
巻

二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
七
頁
以
下
、
오
영
근
「
일
본
개
정
형
법
가
안
이 

제
정
형
법
에 

미
친 

영
향
과 

현
행 

형
법
해
석
론
의 

문
제
점
」

『
형
사
법
연
구
』
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
〇
頁
、
조
상
제
「
한
국 

형
법
개
정
의 

역
사
와 

전
망
」『
비
교
형
사
법
연
구
』
第
一
一
巻
第

二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
一
一
頁
、
전
지
연
「
형
법
개
정
의 

역
사
와 

전
망
」『
비
교
형
사
법
연
구
』
第
一
四
号
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一

九
頁
、
차
용
석
「
한
국
형
법 

및 

형
법
학
의 

정
체
성
을 

찾
아
서
」『
형
사
법
연
구
』
第
一
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
頁
以
下
、
허
일
태
「
제
정

형
법
의 

기
본
사
상
과 
기
초
이
론
」『
형
사
법
연
구
』
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
三
頁
、
催
鍾
植
「
韓
国
刑
法
の
歴
史
的
展
開
と
課
題

（
一
）」『
九
州
大
学
法
政
研
究
』
第
七
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
六
八
頁
な
ど
を
参
考
。

（
5
）  

米
軍
政
は
、
従
来
の
朝
鮮
総
督
府
を
母
体
と
し
、
徐
々
に
（gradual

）
注
意
深
く
（carefully

）
改
編
し
て
い
く
政
策
を
と
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
米
軍
政
は
朝
鮮
総
督
府
の
温
存
と
官
僚
の
留
任
を
宣
布
し
、
特
別
な
問
題
の
な
い
限
り
再
任
用
し
た
（
김
창
윤
「
미
군
정
기 

형
사
사
법
정

책 

연
구
」『
韓
國
公
安
行
政
學
會
報
』
第
四
三
号
〔
二
〇
一
一
年
〕
七
一
頁
）。

（
6
）  

米
軍
政
は
、
一
九
四
五
年
一
一
月
二
日
、
法
令
第
二
一
号
で
「
一
九
四
五
年
八
月
九
日
迄
に
施
行
さ
れ
て
い
た
全
て
の
法
律
若
し
く
は
朝
鮮
旧

政
府
が
発
布
し
法
律
的
効
力
を
有
し
た
規
則
、
命
令
、
告
示
、
其
の
他
の
文
書
と
し
て
一
九
四
五
年
八
月
九
日
に
つ
き
実
行
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

其
の
間
、
異
議
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
朝
鮮
軍
政
府
の
特
殊
命
令
に
よ
り
廃
止
さ
れ
る
ま
で
に
は
全
効
力
を
有
し
て
そ
れ
を
存
続
さ

せ
る
…
…
以
下
省
略
…
…
」
と
し
、
法
律
及
び
諸
命
令
の
存
続
を
明
ら
か
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
政
治
犯
処
罰
法
、
予
備
検
束
法
、
治
安
維
持

法
、
出
版
法
、
政
治
犯
保
護
観
察
令
、
神
社
法
、
警
察
の
司
法
権
は
、
米
軍
政
法
令
第
五
号
に
よ
り
、
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
7
）  

制
定
憲
法
一
〇
〇
条
に
関
し
て
、
金
昌
綠
「
1
9
4
8
년
憲
法
1
0
0
조
」『
부
산
대
학
교
법
학
연
구
』
第
三
九
巻
第
一
号
（
一
九
九
八
年
）

四
七
七
面
以
下
を
参
照
。

（
8
）  

建
国
憲
法
を
立
案
し
た
兪
鎭
午
（
ユ
・
ジ
ン
オ
）
は
、
こ
の
条
文
に
つ
い
て
、「
憲
法
実
施
と
同
時
に
既
存
法
令
が
全
部
無
効
に
な
る
と
、
法

的
真
空
状
態
が
出
し
て
、
全
て
の
秩
序
は
収
拾
で
き
な
い
混
乱
に
陥
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
や
む
を
得
な
い
経
過
的
措
置
で
あ
り
…
…
特
に
規
定
し

た
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
（
兪
鎭
午
『
新
稿
憲
法
解
義
』
一
潮
閣
〔
一
九
五
三
年
〕
二
八
九
頁
）。
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（
9
）  

신
동
운
「
제
정
형
법
의 

성
립
경
위
」『
형
사
법
연
구
』
第
二
〇
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
一
二
頁
。

（
10
）  

法
制
編
纂
委
員
会
は
、
一
二
箇
所
の
分
科
委
員
会
で
構
成
さ
れ
て
い
た
（
法
制
編
纂
委
員
会
の
分
科
委
員
会
の
構
成
表
は
『
法
政
』
第
二
巻
第

一
一
号
〔
一
九
四
七
年
一
一
月
〕
三
六
面
を
参
照
）。
刑
法
分
科
委
員
会
は
、
法
院
側
か
ら
の
梁
元
一
（
ヤ
ン
・
ウ
ォ
ン
イ
ル
）、
李
天
祥
（
イ
・

チ
ョ
ン
サ
ン
）、
金
讚
泳
（
キ
ム
・
チ
ャ
ン
ヨ
ン
）
の
三
人
と
、
検
察
側
か
ら
の
嚴
祥
燮
（
オ
ム
・
サ
ン
ソ
ブ
）、
曺
在
千
（
ジ
ョ
・
ジ
ェ
チ
ョ

ン
）
の
二
人
、
そ
し
て
、
弁
護
士
及
び
そ
の
他
の
側
か
ら
は
金
光
根
（
キ
ム
・
グ
ァ
ン
グ
ン
）
が
委
嘱
さ
れ
た
。
刑
法
総
則
は
梁
元
一
委
員
、
刑

法
各
則
は
嚴
祥
燮
委
員
が
「
刑
法
起
草
要
綱
」
を
起
草
し
、
刑
法
分
科
委
員
会
に
よ
り
順
次
に
議
決
し
た
（
신
동
운
（
編
）「
형
법
제
・
정
자
료

집
）『
한
국
형
사
정
책
연
구
원
연
구
총
서
⑴
』〔
二
〇
〇
九
年
〕
一
三
頁
）。

（
11
）  

「
刑
法
要
綱
」
に
は
、
刑
法
各
則
編
に
関
す
る
起
草
方
針
は
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
反
面
、
刑
法
総
則
編
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
の
表
題
語

の
み
が
羅
列
さ
れ
、
条
文
の
起
草
方
針
に
関
す
る
具
体
的
な
言
及
は
な
い
。
刑
法
要
綱
の
総
則
に
関
す
る
起
草
方
針
は
、
嚴
祥
燮
が
発
表
し
た

『
法
政
』
の
「
刑
法
要
綱
解
説
（
一
）」
と
「
刑
法
要
綱
解
説
（
二
）」
で
間
接
的
に
提
示
さ
れ
た
。
嚴
祥
燮
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
後
、
張
承
斗

の
批
評
が
『
法
政
』
を
通
じ
て
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
張
承
斗
は
、「
刑
法
要
綱
」
は
日
本
の
一
九
二
六
年
の
「
刑
法
改
正
要

綱
」
と
、
一
九
三
一
年
の
「
改
正
刑
法
仮
案
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
嚴
祥
燮
「
刑
法
要
綱
解
説
（
一
）」『
法
政
』
第
三

巻
九
号
〔
一
九
四
八
年
九
月
〕
一
八
頁
以
下
、
嚴
祥
燮
「
刑
法
要
綱
解
説
（
二
）」『
法
政
』
第
三
巻
九
号
〔
一
九
四
八
年
一
〇
月
〕
一
三
頁
以
下
、

張
承
斗
「
刑
法
要
綱
を
論
じ
る
」『
法
政
』〔
一
九
四
九
年
一
月
〕
三
九
頁
以
下
を
参
照
）。

（
12
）  

こ
こ
で
の
『
法
政
』
は
、
一
九
四
六
年
九
月
に
創
刊
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
一
〇
月
に
廃
刊
さ
れ
た
法
律
・
行
政
の
専
門
誌
で
あ
る
。
戦
後
、
法

律
の
専
門
家
に
韓
国
語
で
書
い
た
論
文
や
法
制
史
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
多
様
な
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
当
時
の
研
究
に
お
い
て
重

要
な
参
考
資
料
と
な
る
（
신
동
운
『
효
당
엄
상
섭
형
법
논
집
』〔
二
〇
〇
三
年
〕
三
一
一
頁
）。

（
13
）  

法
典
編
纂
委
員
の
構
成
員
は
、
委
員
長
一
名
、
副
委
員
長
二
名
、
委
員
は
五
〇
名
以
内
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
委
員
長
は
金
炳
魯
で

あ
っ
た
。
委
員
会
は
法
律
ご
と
に
分
科
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
刑
法
分
野
の
起
草
委
員
は
、
刑
法
総
則
は
梁
元
一
が
、
刑
法
各
則
は
嚴
詳
燮
が

そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
て
い
た
。
一
般
委
員
と
し
て
は
、
金
炳
魯
、
李
仁
、
盧
鎭

、
金
讚
英
、
申
泰
益
な
ど
が
い
る
。
し
か
し
、
刑
法
総
則
の
担
当

を
し
て
い
た
梁
元
一
委
員
の
逝
去
に
よ
り
、
金
炳
魯
委
員
が
刑
法
総
則
の
起
草
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
신
동
운
『
형
사
법
령
제
정
자
료
집

⑴
』
五
六
〇
頁
を
参
照
）。

（
14
）  

米
軍
政
下
の
法
制
編
纂
委
員
会
が
作
成
し
た
「
刑
法
要
綱
」
を
大
韓
民
国
建
国
後
の
法
典
委
員
会
が
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
た
の
か
に
関
し
て
、

刑
法
草
案
理
由
説
明
書
に
は
、「
…
…
そ
の
後
我
が
民
国
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
改
め
大
統
領
令
四
二
八
一
年
（
西
暦
一
九
四
八
年
：
筆
者
注
）
第
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四
号
に
よ
る
「
法
典
編
纂
委
員
会
職
制
」
が
公
布
さ
れ
、
軍
政
時
代
の
法
制
編
纂
委
員
会
の
事
業
を
継
承
し
て
、
ま
た
、
前
期
の
両
委
員
が
起
草

を
分
担
し
て
お
り
、
ま
た
要
綱
を
法
典
編
纂
委
員
会
総
会
に
提
出
し
て
四
回
に
わ
た
り
再
検
討
を
行
い
、
檀
紀
四
二
八
一
年
一
二
月
一
一
日
に
全

て
を
通
過
さ
せ
た
が
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
신
동
운
・
前
掲
注
（
13
）
八
五
頁
）。

（
15
）  
法
典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
草
案
作
成
過
程
に
お
い
て
の
議
論
に
関
す
る
詳
し
い
資
料
が
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
刑
法
草
案
の
審
議
過

程
で
の
議
論
は
未
だ
に
明
ら
か
で
は
な
い
。（
신
동
운
「
제
정
형
법
의 

성
립
경
위
」
前
掲
注
（
9
）〔
二
〇
〇
三
年
〕
二
三
頁
）。

（
16
）  

「
刑
法
草
案
理
由
説
明
書
」
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。

（
17
）  

「
政
府
草
案
」
は
、
신
동
운
・
前
掲
注
（
10
）
二
八
頁
以
下
に
よ
り
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）  

政
府
の
提
出
し
た
刑
法
草
案
を
み
る
と
、
法
典
編
纂
委
員
会
が
作
成
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。
た
だ
、
細
い
別
紙
に
姦
通
罪
の
条

文
を
記
載
し
、
重
婚
罪
（
法
典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
草
案
の
二
五
七
条
）
条
文
の
上
段
に
貼
り
付
け
、
重
婚
罪
以
降
の
条
文
に
「
以
下
の
条
文
は

順
次
的
に
条
文
番
号
が
増
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
書
き
、
手
書
き
で
条
文
番
号
を
訂
正
し
た
形
で
あ
っ
た
。

（
19
）  

刑
法
案
の
審
議
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
国
会
法
に
よ
る
法
案
の
審
議
過
程
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
国
会
法
に
よ
る

と
、
法
案
の
審
議
は
三
回
の
読
会
を
経
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
会
の
決
議
に
よ
り
読
会
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
当
時
の
国

会
法
三
八
条
）。
第
一
読
会
で
は
議
案
朗
読
、
質
疑
応
答
と
そ
の
議
案
の
大
体
を
検
討
し
、
第
二
読
会
に
付
す
る
か
ど
う
か
を
決
議
す
る
（
同
法

三
九
条
三
項
）。
第
二
読
会
で
は
、
議
案
を
逐
条
朗
読
し
な
が
ら
審
議
を
行
う
（
同
法
四
〇
条
一
項
）。
ま
た
第
二
読
会
で
は
、
二
〇
人
以
上
の
連

署
が
あ
れ
ば
修
正
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
四
〇
条
五
項
）。
第
三
読
会
で
は
、
議
案
全
体
の
可
否
を
議
決
す
る
（
同
法
四
一
条

一
項
）。
法
律
案
の
表
決
方
法
は
、
原
案
と
訂
正
案
を
そ
れ
ぞ
れ
朗
読
し
た
後
、
各
案
を
表
決
に
付
し
て
過
半
数
を
獲
得
す
る
案
が
通
過
す
る
こ

と
に
な
る
。
各
案
が
第
一
次
投
票
で
過
半
数
を
得
ら
れ
な
か
っ
と
き
は
第
二
次
表
決
を
行
い
、
そ
こ
で
も
過
半
数
を
得
ら
れ
な
い
場
合
そ
の
案
は

廃
棄
さ
れ
る
。

（
20
）  

一
九
五
三
年
第
一
五
回
の
常
会
に
お
い
て
第
二
読
会
が
開
か
れ
、
刑
法
一
条
か
ら
八
条
ま
で
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
第
一
五
回
常
会

の
期
日
満
了
の
た
め
、
第
二
読
会
は
第
一
六
回
の
常
会
へ
回
付
さ
れ
た
（
法
制
司
法
委
員
長
作
成
の
「
法
律
案
再
回
付
に
関
す
る
件
」
に
よ
る
回

付
で
あ
る
）。
当
時
の
国
会
法
規
定
で
は
会
議
が
異
な
る
場
合
、
す
べ
て
が
白
紙
の
状
態
に
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
委
員
ら
の
協
議
に
よ
り
第
一

読
会
の
省
略
及
び
刑
法
一
条
か
ら
八
条
ま
で
の
審
議
も
省
略
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
21
）  

法
典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
草
案
を
作
成
す
る
際
の
姦
通
罪
の
存
廃
を
巡
る
議
論
に
関
し
て
、
嚴
祥
燮
委
員
は
「
간
통
죄
철
폐
와 

그 

사
회

적 

영
향
」
と
題
す
る
論
文
で
、「
…
…
こ
こ
で
筆
者
（
嚴
祥
燮
：
筆
者
注
）
は
我
国
の
全
て
の
実
情
に
照
ら
し
て
姦
通
罪
を
不
問
に
す
る
こ
と
よ
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り
、
む
し
ろ
男
女
を
同
等
に
処
罰
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
信
念
か
ら
前
述
の
よ
う
な
要
綱
原
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法

典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
分
科
委
員
会
の
甲
論
乙
駁
で
結
局
、
男
性
の
姦
通
行
為
も
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
男
性
ら
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
理

由
で
姦
通
罪
を
不
問
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
議
に
よ
り
姦
通
罪
を
撤
廃
す
る
刑
法
草
案
が
起
草
さ
れ
法
典
編
纂
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、

同
総
会
で
再
び
『
姦
通
罪
を
処
罰
す
る
が
、
有
夫
の
婦
女
及
び
そ
の
相
姦
の
男
性
の
み
を
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
』
と
す
る
修
正
動
議
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
筆
者
は
『
男
女
の
姦
通
行
為
を
同
等
条
件
で
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
』
と
あ
ら
た
め
て
動
議
を
求
め
た
が
、
二
一
名
の
中
で
た
だ
七
票
を

得
た
だ
け
で
、
修
正
動
議
も
一
〇
票
対
一
一
票
で
敗
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
엄
상
섭
「
간
통
죄
철
폐
와 

그 

사
회
적 

영
향
」『
민

성
』
第
六
巻
第
二
号
〔
一
九
五
〇
年
〕
四
九
頁
以
下
。
二
号
〔
一
九
五
〇
年
〕
四
九
頁
）。

　
　
　
こ
う
し
て
、
法
典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
草
案
に
は
姦
通
罪
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
政
府
草
案
を
作
成
す
る
過
程
で
、
法
典
編
纂
委
員
会

の
刑
法
草
案
に
姦
通
罪
を
加
え
国
会
へ
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
国
会
の
法
制
司
法
委
員
会
は
、
姦
通
罪
を
削
除
す
る
訂
正
案
を
作
成
し
た
。
国

会
の
本
会
議
に
お
い
て
、
姦
通
罪
に
関
し
て
は
、
①
姦
通
罪
の
双
方
処
罰
案
（
政
府
草
案
）、
②
姦
通
罪
の
削
除
案
（
法
制
司
法
委
員
会
の
訂
正

案
）、
③
有
夫
の
婦
女
の
み
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
案
（
方バ
ン
マ
ン
ス

萬
洙
）
議
員
の
訂
正
案
、
④
有
婦
の
男
性
の
み
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
案
（
金キ

ム

鳳ボ
ン

祚ジ
ョ

議
員
の
訂
正
案
）、
⑤
姦
通
罪
を
双
罰
罪
と
す
る
が
法
案
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
こ
と
に
関
し
て
は
不
問
に
す
る
と
い
う
案
（
朴バ

ク
ス
ン
チ
ョ
ン

順
天
議
員
の
訂

正
案
）
の
五
つ
の
案
が
審
議
対
象
と
な
っ
た
。
審
議
の
結
果
、
①
の
政
府
草
案
が
在
席
議
員
一
一
二
人
の
中
五
七
票
を
得
て
可
決
さ
れ
た
。
ち
な

み
に
、
姦
通
罪
は
今
年
（
二
〇
一
五
年
）、
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
決
定
（
헌
재
二
〇
一
五
．
二
．
二
六 

二
〇
〇
九
헌
바
一
七
）
に
よ
り
廃
止
さ
れ

た
。

（
22
）  

政
府
草
案
第
二
九
三
条
「
老
幼
、
疾
病
、
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
生
命
の
危
険
状
況
に
あ
る
者
を
容
易
に
救
助
で
き
る
者
が
、
そ
の
者
を
遺
棄

し
て
死
傷
さ
せ
た
と
き
に
は
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
に
対
し
て
、
こ
の
条
文
を
削
除
す
べ
き
だ
と
す
る
法

制
司
法
委
員
会
の
訂
正
案
と
邊ビ
ョ
ン
ジ
ン
ガ
ブ

鎭
甲
議
員
の
訂
正
案
が
あ
っ
た
が
、
両
方
と
も
に
二
回
の
未
決
に
よ
り
不
決
さ
れ
た
。

（
23
）  

신
동
운
・
前
掲
注
（
13
）
四
六
頁
。

（
24
）  

国
家
的
法
益
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
国
旗
に
関
す
る
罪
（
一
〇
五
条
、
一
〇
六
条
）
が
新
設
さ
れ
、
戦
時
軍
需
契
約
不
履
行
罪
（
一
〇
三

条
）
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
乱
罪
（
八
七
条
）
の
刑
が
重
く
な
っ
た
。
刑
法
一
二
二
条
か
ら
一
三
五
条
に
わ
た
り
公
務
員
の
職
務
に
関

す
る
法
定
刑
は
、
旧
韓
国
刑
法
よ
り
重
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
25
）  

法
典
編
纂
委
員
会
の
刑
法
草
案
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
擬
制
共
犯
」
に
関
す
る
規
定
（
刑
法
草
案
三
〇
条
二
項
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
犯
罪
団

体
の
危
険
性
に
照
ら
し
て
、
そ
の
団
体
員
で
あ
る
以
上
、
自
己
以
外
の
団
体
員
の
犯
行
に
対
す
る
認
識
の
有
無
を
不
問
に
し
て
処
罰
可
能
と
す
る
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規
定
で
あ
り
、
そ
の
適
用
と
な
る
犯
罪
は
刑
法
各
則
に
個
別
的
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
制
司
法
委
員
会
の
検
討
に

よ
り
「
本
条
文
を
削
除
す
る
」
訂
正
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
刑
法
案
第
二
読
会
で
の
議
論
に
よ
り
「
擬
制
共
犯
」
の
条
文
は
削
除
さ
れ
た
。

（
26
）  

전
지
연
「
형
법
개
정
의 

역
사
와 

전
망
」『
비
교
형
사
법
연
구
』
第
一
四
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
二
頁
。

（
27
）  
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
오
영
근
「
일
본
개
정
형
법
가
안
이 

제
정
형
법
에 

미
친 

영
향
과 

현
행 

형
법
해
석
론
의 

문
제
점
」『
형
사
법
연
구
』

第
二
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
二
頁
、
문
채
규
「
제
정
형
법
의 

오
늘
」『
형
사
법
연
구
』
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
九
一
頁
等
を
参
照
。

（
28
）  

『
諮
問
第
四
號
』
は
、
大
正
一
〇
年
一
一
月
二
八
日
開
催
の
臨
時
法
制
審
議
会
に
て
内
閣
総
理
大
臣
よ
り
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
、

臨
時
法
制
審
議
会
に
対
し
て
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
刑
法
改
正
の
可
否
を
問
い
、
こ
れ
を
可
と
す
れ
ば
、「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
の
作
成
を
求
め

た
も
の
で
あ
る
。
諮
問
第
四
號
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
政
府
ハ
主
ト
シ
テ
左
ノ
理
由
ニ
基
キ
現
行
刑
法
ノ
規
定
中
改
正
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ア
リ
ト
認
ム
。
其
ノ
可
否
如
何
。
若
シ
可
ト
セ
ハ
改
正
ノ
綱
領
如
何
。
第
一
「
現
行
刑
法
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
我
国
固
有
ノ
道
徳
及
美
風
良
習
ニ
稽
へ

改
正
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」、
第
二
「
現
行
刑
法
ノ
規
定
ハ
人
身
及
名
誉
ノ
保
護
ヲ
完
全
ニ
ス
ル
為
改
正
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」、
第
三
に
「
輓
近

人
心
ノ
趨
向
ニ
見
テ
犯
罪
防
遏
ノ
効
果
ヲ
確
実
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
刑
事
制
裁
ノ
種
類
及
執
行
方
法
ヲ
改
ム
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
認
ム
」（
第
一
か
ら
第

三
ま
で
の
番
号
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
）。

（
29
）  

刑
法
改
正
事
業
中
で
は
、
多
く
の
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
は
準
拠
す
べ
き
基
準
を
示
す
枠
組
み
と
し
て
扱

わ
れ
た
。
小
幡
尚
「
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
行
刑
制
度
改
革
構
想
と
監
獄
法
改
正
事
業
前
掲
注
」『
高
知
大
学
人
文
科
學
研
究
』
一
五
巻
（
二

〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
。

（
30
）  

小
幡
・
前
掲
注
（
29
）
四
三
頁
以
下
。

（
31
）  

「
刑
法
改
正
ノ
綱
領
」
は
こ
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
で
あ
る
た
め
、
諮
問
第
四
號
で
の
三
つ
の
項
目
を
中
心
と
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
32
）  

三
四
三
条
二
項
、
三
三
四
条
二
項
、
三
四
七
条
二
項
、
三
六
五
条
、
三
六
六
条
二
項
、
三
六
八
条
な
ど
。
一
方
、
親
族
や
家
族
の
間
の
犯
罪
に

関
し
て
は
処
罰
し
な
い
規
定
と
し
て
は
、
二
二
二
条
二
項
、
二
二
七
条
、
四
三
三
条
な
ど
が
あ
る
。

（
33
）  

国
体
を
変
革
す
る
目
的
と
し
て
の
暴
動
（
改
正
刑
法
仮
案
一
六
五
条
）
や
殺
人
（
同
案
一
六
七
条
一
項
）
に
つ
い
て
は
死
刑
の
み
が
規
定
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
国
家
の
法
益
に
対
す
る
罪
に
対
し
て
は
厳
し
い
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
34
）  

「
名
誉
毀
損
罪
ニ
付
被
害
者
ハ
事
実
ノ
証
明
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」。

（
35
）  

綱
領
で
は
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
項
目
以
外
に
も
、
個
別
の
罪
に
関
す
る
規
定
を
含
め
多
数
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
た
。

（
36
）  

特
に
、「
本
邦
ノ
淳
風
美
俗
」
と
い
う
指
導
理
念
に
関
す
る
批
判
が
多
く
み
ら
れ
る
。
平
場
安
治
＝
平
野
龍
一
編
『
刑
法
改
正
の
研
究
一
：
概
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論
・
総
則
』（
一
九
七
二
年
）
七
頁
。

（
37
）  

小
野
清
一
郎
ほ
か
『
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書
・
刑
法
〔
第
三
版
〕』（
一
九
八
〇
年
）
二
頁
（
中
野
次
雄
執
筆
）
を
参
照
。

（
38
）  

改
正
刑
法
仮
案
研
究
会
（
編
）「
改
正
刑
法
仮
案
立
案
資
料
（
一
）」『
香
川
法
学
』
第
三
四
巻
（
二
〇
一
五
年
）
三
三
〇
頁
、
市
川
英
雄
「
刑

法
政
策
と
刑
法
の
改
正
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
二
一
号
（
一
九
五
七
年
）
三
一
頁
、
繁
田
実
造
「
改
正
刑
法
準
備
草
案
と
戦
前
の
刑
法
改
正
作

業
―
総
則
篇
―
」『
近
畿
大
學
法
學
』
第
九
巻
第
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
三
四
頁
。  

（
39
）  
呉
英
根
・
催
鍾
植
「
日
本
刑
法
改
正
仮
案
에 

관
한
一
考
察
」『
형
사
정
책
연
구
』
第
一
〇
巻
第
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
三
〇
頁
。

（
40
）  

金
炳
魯
は
、
刑
法
制
定
の
全
般
に
係
っ
た
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。
米
軍
政
下
の
「
法
制
編
纂
委
員
会
」
で
は
副
委
員
長
と
し
て
、
韓
国
政
府

樹
立
後
の
「
法
典
編
纂
委
員
会
」
で
は
委
員
長
と
し
て
活
躍
し
た
。「
法
典
編
纂
委
員
会
」
に
お
け
る
立
法
作
業
の
進
行
中
、
刑
法
総
則
を
担
当

し
て
い
た
梁
元
一
委
員
の
死
亡
後
に
は
、
金
炳
魯
が
刑
法
総
則
の
起
草
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
炳
魯
の
業
績
に
関
し
て
は
、
김
학
준

『
가
인
김
병
로
평
전
：
민
족
주
의
적
법
률
가
・
치
가
의 

생
애
』（
一
九
九
八
年
）、
신
동
운
「
가
인
김
병
로
선
생
의 

범
죄
론
체
계
와 

한
국
형
법

의 

총
칙
규
정
」『
서
울
대
학
법
학
』
第
四
九
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
以
下
、
허
일
태
・
前
掲
注
（
4
）
五
三
頁
以
下
、
한
인
섭
「
형
법

의 

제
정
경
과
에
있
어
서 

김
병
로
의
기
여
」『
서
울
대
학
법
학
』
第
五
五
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
一
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
41
）  

신
동
운
・
前
掲
注
（
9
）
三
三
頁
、
최
준
혁
・
前
掲
注
（
3
）
一
九
八
―
一
九
九
頁
。

（
42
）  

こ
の
よ
う
な
分
析
を
し
た
論
文
と
し
て
は
、
오
영
근
・
前
掲
注
（
4
）
一
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
43
）  

こ
こ
で
の
「
旧
韓
国
刑
法
」
と
は
、「
明
治
四
〇
年
の
日
本
刑
法
」
を
指
す
。

（
44
）  

二
七
条
は
、「
実
行
の
手
段
又
は
対
象
の
錯
誤
に
よ
り
結
果
発
生
が
不
可
能
な
と
き
は
刑
を
減
軽
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
不
能
犯

を
規
定
し
て
い
る
。
刑
法
草
案
の
説
明
に
お
い
て
、
本
規
定
は
、
条
文
が
な
く
判
例
や
理
論
に
そ
の
解
決
が
任
さ
れ
て
い
た
も
の
を
可
能
な
限
り

規
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
立
案
の
基
本
原
則
に
立
脚
し
た
制
定
の
代
表
的
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
신
동
운
・
前
掲
注
（
10
）
一
一
六
頁
）。

（
45
）  

し
か
し
、
刑
法
改
正
仮
案
と
異
な
り
、
制
定
刑
法
で
は
、
未
遂
犯
の
章
で
予
備
と
陰
謀
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

（
46
）  

二
九
条
「
前
四
條
ノ
規
定
ハ
自
己
ノ
行
為
ニ
付
處
罰
セ
ラ
レ
サ
ル
者
又
ハ
過
失
犯
ト
シ
テ
處
罰
セ
ラ
ル
ル
ニ
止
マ
ル
者
ヲ
行
為
ニ
加
功
セ
シ
メ

タ
ル
場
合
ニ
亦
之
ヲ
適
用
ス
」。

（
47
）  

三
四
条
は
、「
あ
る
行
為
に
よ
り
処
罰
さ
れ
な
い
者
又
は
過
失
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
者
を
教
唆
又
は
幇
助
し
、
犯
罪
行
為
の
結
果
を
発
生
さ

せ
た
も
の
は
教
唆
又
は
幇
助
の
例
に
よ
り
処
罰
す
る
」
と
間
接
正
犯
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
も
、
理
論
上
の
争
い
を
明
文
化
に
よ

り
解
決
し
よ
う
と
し
た
例
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。



比較法的視点からみた韓国の刑法と刑法学の発展

61

（
48
）  

制
定
刑
法
の
間
接
正
犯
に
関
す
る
規
定
が
改
正
刑
法
仮
案
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
見
解
が
あ
る
（
呉
英
根
「
日
本
改
正
刑
法
仮

案
が
制
定
刑
法
に
及
ば
し
た
影
響
と
現
行
刑
法
解
釈
論
の
問
題
点
」『
刑
事
法
研
究
』
第
二
〇
号
〔
二
〇
〇
三
年
〕
一
一
三
頁
）
一
方
で
、
改
正

刑
法
仮
案
の
間
接
正
犯
規
定
と
制
定
刑
法
の
間
接
正
犯
規
定
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
研
究
と
し
て
は
、
申
東
雲
「
間
接
正
犯
の
本
質
に
関
す
る
一

考
察
」『
法
律
学
の
諸
問
題
・
劉
基
天
博
士
古
稀
記
念
』（
一
九
八
八
年
）
一
九
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
49
）  
刑
法
草
案
の
提
案
理
由
を
説
明
す
る
際
に
、
金
炳
魯
は
、
不
能
犯
と
間
接
正
犯
規
定
を
「
あ
る
国
の
刑
法
に
は
条
文
が
な
か
っ
た
り
、
別
の
国

の
刑
法
に
は
そ
の
よ
う
な
条
文
が
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
別
の
国
で
は
、
従
来
か
ら
学
者
ら
の
学
説
の
中
で
の
み
争
わ
れ
て
い
た
り
す
る
」
問
題
に

つ
い
て
明
文
の
規
定
を
設
け
た
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
신
동
운
・
前
掲
注
（
9
）
一
一
六
頁
。

（
50
）  

資
格
喪
失
と
資
格
停
止
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
立
法
過
程
に
お
け
る
改
正
刑
法
仮
案
と
の
関
係
を
分
析
し
た
論
文
と
し
て
は
、
申
東
雲

「
資
格
喪
失
と
資
格
提
示
刑
の
存
廃
に
対
し
て
」『
ソ
ウ
ル
大
学
法
学
』
第
四
七
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
〇
頁
以
下
が
あ
る
。

（
51
）  

実
際
、
金
炳
魯
の
発
言
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
신
동
운
・
前
掲
注
（
10
）
一
一
四
頁
。

（
52
）  

例
え
ば
、
間
接
正
犯
に
つ
い
て
は
、
改
正
刑
法
仮
案
も
制
定
刑
法
仮
案
も
、「
自
分
の
行
為
で
は
処
罰
さ
れ
な
い
被
利
用
者
又
は
過
失
犯
と
し

て
処
罰
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
被
利
用
者
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
改
正
刑
法
仮
案
は
、「
前
四
條
ノ
規
定
」（
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
幇
助

犯
、
身
分
犯
と
共
犯
）
を
適
用
す
る
と
定
め
て
い
る
が
、
韓
国
の
制
定
刑
法
で
は
「
教
唆
又
は
幇
助
の
例
に
よ
り
処
罰
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。

（
53
）  

韓
国
の
法
曹
養
成
制
度
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
이
국
운
「
한
국
의 

법
조
인
양
성
제
도
의 

역
사-

로
스
쿨
제
도 

이
전-

」『
저
스
티
스
』
一
四

六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
七
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
김
창
윤
「
미
군
정
기 

형
사
사
법
정
책 

연
구
」『
韓
國
公
安
行
政
學
會
報
』
第
四
三
号

（
二
〇
一
一
年
）
七
三
頁
も
参
照
。

（
54
）  

普
成
専
門
学
校
が
大
学
に
昇
格
し
て
高
麗
大
学
に
な
り
、
延
嬉
専
門
学
校
は
延
世
大
学
、
惠
化
専
門
学
校
は
東
国
大
学
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
開
学

し
た
。

（
55
）  

最
初
の
韓
国
語
の
刑
法
教
科
書
は
、
黃
聖
熙
編
著
『
現
行
刑
法
要
說
』（
一
九
四
七
年
）
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
制
定
当
時
ま
で
の
教
科

書
は
、
日
本
の
教
科
書
の
翻
訳
書
及
び
日
本
刑
法
の
解
説
書
で
あ
っ
た
（
최
준
혁
・
前
掲
注
（
3
）
六
三
頁
）。

（
56
）  

金
哲
洙
「
韓
国
法
学
教
育
の
改
革
及
び
司
法
試
験
制
度
」『
考
試
界
』
第
四
八
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
五
頁
以
下
。

（
57
）  

이
건
호
「
형
법
제16

조
의
『
위
험
발
생
』
의 

의
미
와 

상
당
인
과
관
계
설
」『
형
사
법
연
구
』
第
一
七
巻
（
二
〇
〇
二
年
）
二
一
頁
。

（
58
）  

刑
法
案
の
第
一
読
会
が
開
か
れ
た
際
、
大
法
院
長
の
金
炳
魯
は
、
法
典
編
纂
委
員
会
を
代
表
し
、
法
典
編
纂
委
員
会
の
任
務
、
そ
れ
ま
で
の
活
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動
経
緯
、
法
典
の
起
草
趣
旨
な
ど
に
つ
き
報
告
し
説
明
し
た
。
提
案
理
由
の
説
明
の
中
で
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
条
文
の
新
設
に
関
す
る
部

分
で
あ
る
。
金
炳
魯
は
、
刑
法
総
則
に
お
け
る
犯
罪
の
一
般
的
観
念
に
関
し
て
、「
従
来
、
あ
る
国
の
刑
法
に
は
条
文
が
な
く
、
別
の
国
の
刑
法

に
は
条
文
を
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
従
来
、
学
者
ら
の
学
説
に
お
い
て
の
み
議
論
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
に
つ
い

て
の
判
断
が
論
者
ご
と
に
ま
ち
ま
ち
に
な
る
部
分
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
わ
が
大
韓
民
国
刑

法
は
、
可
能
な
限
り
そ
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
法
文
に
規
定
す
る
と
い
う
方
針
を
立
て
て
臨
み
ま
し
た
」
と
し
、
学
説
の
対
立
を
条
文
の
新
設

を
通
じ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
明
ら
か
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
、
刑
法
草
案
の
審
議
過
程
で
「
学
説
や
判
決
論
に
は
あ
る

が
条
文
に
は
特
に
設
け
ら
れ
て
な
い
も
の
」
を
条
文
化
し
た
例
と
し
て
、
因
果
関
係
、
不
能
犯
、
独
立
行
為
の
競
合
、
不
作
為
犯
、
被
害
者
の
承

諾
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

（
59
）  

刑
法
一
七
条
は
「
因
果
関
係
」
と
い
う
見
出
し
の
下
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。「
い
か
な
る
行
為
も
、
生
じ
た
結
果
が
罪
の
要
素
た
る

危
険
発
生
と
連
結
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
結
果
発
生
を
理
由
と
し
て
罰
し
な
い
。」

（
60
）  

一
九
五
六
年
発
表
さ
れ
た
黃
山
德
教
授
の
論
文
で
は
相
当
因
果
関
係
説
が
判
例
と
学
会
の
多
数
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
黃
山
德
「
刑
法

と
因
果
関
係
」『
法
政
』
第
一
一
巻
第
二
号
〔
一
九
五
六
年
二
月
〕
五
頁
）。
そ
の
他
に
も
、
金
鍾
根
「
正
当
防
衛
・
因
果
関
係
」『
慶
喜
法
学
』

第
五
巻
（
一
九
六
三
年
）
二
三
四
頁
、
孫
海
睦
「
因
果
関
係
論
（
下
）」『
法
政
』
第
二
六
巻
（
一
九
六
五
年
）
五
一
頁
な
ど
を
参
照
。

（
61
）  

刑
法
案
の
審
議
過
程
に
お
い
て
因
果
関
係
の
規
定
は
特
に
異
議
な
く
通
過
し
た
た
め
、
当
時
の
因
果
関
係
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
は
明
ら
か
で

は
な
い
。

（
62
）  

沈
憲
燮
「
因
果
関
係
の
確
定
と
合
法
則
的
条
件
説
」『
考
試
研
究
』（
一
九
七
五
年
）
五
〇
頁
以
下
。
こ
の
論
文
を
因
果
関
係
条
文
の
解
釈
で
合

法
則
的
条
件
説
を
導
入
し
た
最
初
の
論
文
と
し
て
評
価
す
る
の
は
、
최
준
혁
・
前
掲
注
（
3
）
二
〇
一
頁
。

（
63
）  

一
九
八
八
年
発
表
さ
れ
た
孫
海
睦
教
授
の
論
文
で
は
、
客
観
的
帰
属
論
に
関
し
て
、「
わ
が
国
の
学
者
た
ち
も
従
来
は
特
に
関
心
を
も
た
な

か
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
説
明
さ
れ
る
方
が
増
え
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
孫
海
睦
「
客
観
的
帰
属
論
」『
刑
事
法
研
究
』
第
一
号

〔
一
九
八
八
年
〕
六
八
頁
。
同
様
の
内
容
と
し
て
は
、
鄭
鎭
連
「
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
に
関
す
る
研
究
」『
啓
明
大
学
社
会
科
学
論
叢
』
第
五

集
（
一
九
八
七
年
）
一
〇
頁
。

（
64
）  

李
炯
國
『
刑
法
総
論
研
究
：
一
』（
一
九
八
九
年
）
二
〇
二
頁
以
下
、
鄭
盛
根
「
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
」『
月
刊
考
試
』
一
七
四
号
（
一
九

八
八
年
）
二
六
頁
、
沈
在
宇
「
刑
法
上
の
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
」『
考
試
研
究
』（
一
九
八
三
年
）
三
三
頁
以
下
、 

金
日
秀
「
因
果
関
係
と
客

観
的
帰
属
（
Ⅱ
）」『
月
刊
考
試
』
一
六
一
号
（
一
九
八
七
年
）
一
二
頁
以
下
、 

申
洋
均
「
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
（
Ⅱ
）」『
考
試
界
』
三
五
五
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号
（
一
九
八
六
年
）
九
九
頁
以
下
。

（
65
）  

이
용
식
「
상
당
인
과
관
계
설
의 

이
론
적
의
미
와 

한
계
」『
서
울
대
학
법
학
』
第
四
四
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
。

（
66
）  

大
法
院
一
九
五
五
年
二
月
一
八
日
　
四
二
八
七
刑
上
一
九
四
判
決
。
こ
の
判
決
を
、
朴
貞
根
教
授
と
黃
山
德
教
授
は
、
大
法
院
が
「
相
当
因
果

関
係
説
」
を
採
っ
た
判
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
（
朴
貞
根
「
因
果
関
係
」『
法
政
』
第
二
四
巻
〔
一
九
六
九
年
〕
四
九
頁
）、
康
政
哲
教
授
は
、

こ
れ
を
判
例
が
「
条
件
説
」
を
採
っ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
説
明
し
て
い
る
（
康
政
哲
『
刑
法
総
論
』〔
一
九
六
六
年
〕
四
二
九
頁
）。

（
67
）  
原
審
は
、「
被
害
者
は
脳
出
血
を
起
こ
し
や
す
い
体
質
を
も
っ
て
い
た
者
で
あ
り
、
脳
出
血
を
起
こ
し
た
の
は
精
神
の
興
奮
が
極
点
に
達
し
た

の
が
直
接
の
原
因
で
あ
り
、
被
告
人
の
暴
行
は
被
害
者
の
興
奮
の
原
因
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
被
告
人
の
暴
行
は
社
会
的
経
験
上
又
は
常
識
上
一
般

的
な
過
程
に
お
い
て
本
件
被
害
者
の
死
亡
原
因
と
な
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
、
被
告
人
の
暴
行
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
結
果
と
の
間
の

因
果
関
係
を
否
定
し
た
。

（
68
）  

大
法
院
は
、「
原
審
は
被
告
人
の
暴
行
は
被
害
者
の
精
神
の
興
奮
状
況
を
起
こ
し
た
原
因
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
暴
行
に
よ
り
脳
出
血

が
発
生
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
仮
に
暴
行
が
死
亡
の
直
接
原
因
で
は
な
い
と
し
て
も
暴
行
に
よ
り
精
神
の
興
奮
状
況
が
起
き
、
こ
れ
に
よ
り

脳
出
血
が
発
生
し
死
亡
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
間
に
は
法
律
上
の
因
果
関
係
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
日
本
大
審
院
判
例
昭
和
四
年
四
一

同
昭
和
六
年
四
七
〇
同
大
正
三
年
一
五
七
九
同
明
治
四
三
年
一
五
八
九
同
大
正
一
二
年
六
五
八
同
大
正
一
四
年
七
八
〇
昭
和
二
年
三
四
三
昭
和
五

年
七
六
一
同
昭
和
六
年
三
六
五
各
参
照
）」
と
し
、
日
本
の
明
治
か
ら
大
正
ま
で
の
大
審
院
判
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
判
例
番
号
の
表
記
方
法
が

明
ら
か
で
は
な
い
。

（
69
）  

大
法
院
判
決
一
九
六
七
年
二
月
二
八
日
・
六
七
도
四
五
。

（
70
）  

大
法
院
判
決
一
九
七
九
年
一
〇
月
一
〇
日
・
七
九
도
二
〇
四
〇
、
大
法
院
判
決
一
九
八
三
年
一
月
一
八
日
・
八
二
도
六
九
七
、
大
法
院
判
決
一

九
八
六
年
九
月
九
日
・
八
五
도
二
四
三
三
な
ど
を
参
照
。
大
法
院
は
「
暴
行
行
為
を
し
た
時
点
に
お
い
て
暴
行
か
ら
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
の
予

見
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
、
被
害
者
の
特
異
体
質
に
関
す
る
認
識
に
関
し
て
は
言
及
せ
ず
、「
相
当
因
果
関
係
」
を
認
め
て
い
る
。
一
方
、
被
告

人
が
軽
く
被
害
者
の
頰
を
殴
っ
た
場
合
や
被
害
者
の
肩
を
強
く
捕
ま
え
て
七
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
歩
い
た
行
為
に
つ
い
て
は
死
亡
結
果
と
の
間
で
の

因
果
関
係
を
否
定
し
た
。

（
71
）  

大
法
院
判
決
一
九
九
四
年
三
月
二
二
日
・
九
三
도
三
六
二
一
。
本
判
決
の
事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
害
者
は
、
被
告
人
ら
に
よ
り

鎌
、
鉄
管
や
角
材
な
ど
で
殴
ら
れ
、
病
院
に
運
ば
れ
た
。
十
日
後
に
意
識
を
回
復
し
治
療
を
受
け
て
い
た
被
害
者
は
、
急
性
腎
不
全
症
に
よ
り
摂

食
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
勝
手
に
食
べ
物
を
食
べ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
併
症
で
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
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大
法
院
は
、
こ
こ
で
被
告
人
ら
の
暴
行
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
結
果
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
認
め
た
。

（
72
）  

被
害
者
が
被
告
人
の
オ
ー
ト
バ
イ
か
ら
衝
突
さ
れ
て
道
路
で
転
倒
し
た
後
、
別
の
者
が
運
転
す
る
ト
ラ
ッ
ク
に
轢
過
さ
れ
死
亡
し
た
事
案
に
お

い
て
、
大
法
院
は
被
告
人
の
過
失
運
転
と
被
害
者
の
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
め
た
（
大
法
院
判
決
一
九
九
〇
年
五
月
二
二
日
・
九
〇

도
五
八
〇
）。

（
73
）  
최
준
혁
・
前
掲
注
（
3
）
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
。

（
74
）  
도
중
진
「
형
법
에 

있
어
서 

상
당
인
과
관
계
와 

객
관
적
귀
속
」『
비
교
형
사
법
연
구
』
第
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
六
頁
。

（
75
）  

김
성
돈
・
前
掲
注
（
4
）
一
八
〇
頁
。孫

　
麗
玉
（
ソ
ン
　
ヨ
オ
ク
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
高
麗
大
学
一
般
大
学
院
法
学
科
後
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
刑
法

主
要
著
作
　
　 「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
検
討
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇

二
号
（
二
〇
一
四
年
）


